
 

令和元年度厚生労働科学研究費 
「災害派遣精神医療チーム（DPAT）と地域精神保健システムの連携手法に関する研究」 

分担研究報告書 
 

研究支援活動報告 
災害時の精神保健福祉体制に関するレビュー 

 
太刀川弘和１）、山田典子 1）、高橋あすみ 2）、久保達彦 3） 

 

1）筑波大学・医学医療系 災害・地域精神医学、2）筑波大学・大学院・人間総合科学研

究科、3）広島大学・大学院・医系科学研究科、  

 

研究要旨 今年度は、災害時の精神保健福祉マニュアル開発に向けて、研究統括として各分

担班への研究支援と文献レビューを行った。研究支援では、全体班会議の開催、全国アンケ

ート調査の実施に向けて「受援プロセス標準化シート」および調査票質問項目、マニュアル

構成の素案作成などを行った。その結果、自治体においては、１）災害時の公的精神保健機

関で常勤精神科医はじめ災害に対応する人員の不足があること、２）市町村では災害精神保

健や DPAT 等活動支援団体に関する理解、ならびに中長期の精神保健福祉体制の明確な位

置づけが必要であること、３）他組織に応援を依頼する際の体制整備と訓練、ならびに中長

期を視野にいれた大きな災害精神保健システムのあり方を前提にマニュアルを整備する必

要性があること、が明らかとなった。 

 

A. 研究目的 

 2013 年に設立された災害派遣精神医療

チーム（DPAT）等活動支援団体は、近年の

度重なる災害において実働を果たしている。

しかし、これら団体の活動への理解は未だ

十分とは言えず、連携体制や支援団体撤退

後の地域精神保健への移行方法については

未整備である。 

 このような現状から、本研究班では災害

時の急性期以降における精神科医療から精

神保健への移行を円滑に行うためのマニュ

アル開発やガイドラインの作成を目的とし

て研究活動に取り組んでいるところである。 

  

太刀川班においては研究統括としての立

場から、マニュアル開発に向けて各分担班

の研究支援、ならびにマニュアルの考え方

に資する概念整理を目的に、３災害精神保

健関連論文の文献レビューを実施した。 

 

B. 研究方法 

1．研究支援 

① 全体班会議の開催：研究の方向性や各

分担班における役割分担などの整理・検討

を目的に、全研究班員による会議を開催し

た。 

② 災害時における活動内容の整理：①の

実施により、マニュアル開発に向けて支援

側と支援を受ける側の課題を抽出するため
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の全国アンケート調査票を作成するにあた

っては、支援側と受援側での活動内容を整

理する必要があるとの意見が出された。そ

の為、太刀川班と高橋班において、災害時の

各関係機関の活動内容について整理を行っ

た。 

③ 全国アンケート質問項目案の作成：②

の実施に基づき、全国アンケートの質問項

目案を太刀川班と高橋班にて作成した。作

成した質問案は分担班員と共有し、その内

容について検討を行った。 

 その際、DPAT 等支援団体の認知度や派

遣方法に関する災害時の精神保健医療体制

に関する質問項目のほか、平時の体制を問

う項目についても質問として含めた。災害

発生時や中長期の地域精神保健福祉体制へ

移行をする際、災害対応にどの程度の労力

をかけられるのかを把握する為、平時の精

神保健福祉業務に係る人員配置や業務負担

の割合、災害時の精神保健福祉活動を想定

した取り組みの内容を調査項目とした。 

 また、②で作成した各フェーズにおける

各機関の活動内容について【良く分かる】か

ら【全く分からない】の 5 段階で評価をす

る質問項目を設けた。 

④ 災害時精神保健福祉マニュアル構成案

の作成：災害時の受援活動マニュアル開発

の為、その構成案を作成した。 

 

2．マニュアル作成のための概念整理 

 マニュアル作成の概念整理を目的に以下

の活動を行った。 

災害時の精神保健体制に関する文献レビュ

ー：災害時に他組織に応援を依頼すること

（受援）に関する国内外で発表された論文

について検索・収集を行った。 

 日本国内で発表された文献については、

医学中央雑誌を用いて 2019 年 6 月 24 日に

検索を行った。検索語は、災害および受援と

その類義語などにより構成し、①災害＋受

援、②災害＋受援＋精神保健、③災害＋受援

＋精神、④災害＋応援とした。検索期間は全

年とし、論文種類は原著論文、総説、会議録

等全てとした。文献選択は、検索によりヒッ

トした文献のタイトルを研究班員が確認し

て採択する文献の絞り込みを行った。 

 海外で発表された文献については、

PubMed を用いて 2019 年 8 月 5 日に検索

を行った。検索語は、①Disaster ＋ Mental 

Health + Preparednes 、 ② Disaster ＋

Mental Health ＋ System, ③ Disaster ＋

Mental Health＋preparedness＋Support

＋System として、検索日より過去 5 年間分

を検索範囲とした。文献選択は 2 段階のプ

ロセスで行った。まず、各検索キーワードで

ヒットした文献タイトルを研究班員が確認

して文献の絞り込みを行った。次に、これら

のアブストラクトを入手し、内容を再度吟

味して最終的に採択する文献を絞り込んだ。 

文献の選択にあたっては、日本語文献、英語

文献とも、１）他組織との連携活動に関する

こと、または２）災害時の精神保健福祉体制

に関すること、かつ３）フォーマルな活動で

あること、４）東日本大震災後（2011 年以

降）の文献であること、を組みいれ基準とし

た。 

 

C. 研究結果 

1．研究支援 

① 全体班会議の開催：令和元年度は、東京

にて 2019 年 5 月 27 日と 2020 年 2 月 10

日に開催した。第 1 回会議では、研究開始



 

 

にあたり、各分担班における研究内容や役

割分担について整理・検討した。第 2 回会

議では、各分担班より今年度の研究成果報

告があり、それを踏まえて次年度の研究計

画を検討した。会議には延べ 32 名が参加し

た。 

② 災害時における活動内容の整理：災害

時における支援側と応援を依頼した側の活

動内容を整理するにあたり、災害フェーズ

を WHO 指針である EMTCC Lifecycle を

参考にまとめた。しかし、この指針において

は「撤収計画の実行（Archiving）」でサイク

ルが終了しており、DPAT 等活動支援団体

撤退後の中長期の地域精神保健が行われる

時期に該当するフェーズが存在しなかった。

撤退後の精神保健福祉体制を検討するため

にも、この WHO 指針のサイクルを精緻化

する必要があり、中長期支援に該当する時

期を「フォローアップ期」との名称でフェー

ズを追加することとした。この災害フェー

ズを基に、自治体（都道府県主管課、都道府

県精神保健福祉センター、保健所、市町村）

と支援側（DPAT）の各フェーズでの活動内

容を記載した一覧表を作成した。名称は「受

援プロセス標準化シート」とした。 

③ 全国アンケート質問項目案の作成：ア

ンケートの調査対象は、都道府県主管課、政

令指定都市、都道府県精神保健福祉センタ

ー、保健所、被災市町村とした。アンケート

全体の詳細な結果は他分担班の報告書に譲

るが、ここでは平時の精神保健福祉体制に

関する項目と「受援プロセス標準化シート」

の活動内容に関する評価結果について報告

を行う（資料編参照）。 

 

（1） 平時の精神保健福祉体制について 

 平時の精神保健業務に係る人員配置につ

いては、精神科医（常勤専任）は精神保健福

祉センターへの配置が平均1.85人と最多で

あり、保健所では平均 0.04 人と最も少なか

った。看護師（常勤専任）において最多の配

置は指定都市の平均 9 人であり、最も少な

い配置では保健所の平均 4.07 人であった。

福祉職（常勤専任）においても最多は指定都

市の平均 10.27 人であり、最小は保健所の

平均 1.60 人であった。心理職（常勤専任）

では精神保健福祉センターの平均2.52人が

最も多く、保健所は平均 0.20 人と最も少な

かった。事務職や作業療法士、薬剤師等を含

むその他（常勤専任）の職種では、最多が指

定都市の平均 11 人であり、最小が保健所の

平均 1.64 人であった。 

精神保健業務の負担割合を問う項目では、

都道府県においては障害福祉課などの精神

保健福祉担当課においては施策立案や計画

進捗の把握、議会対応などの業務や入院措

置・通報対応の負担が最も大きく、次いで関

係機関との協力連携という業務内容が続い

た。指定都市、保健所、精神保健福祉センタ

ーでは、相談・当事者会、家族会支援が共通

して最も負担が大きいという結果であった。

次いで負担割合の大きい業務は各機関によ

り異なり、指定都市では庶務や経理、入院医

療費助成等への対応、保健所では関係機関

との協力連携、精神保健福祉センターでは

障害福祉サービス等に係る事務作業と続い

た。 

平時における災害時の精神保健福祉活動

を想定した取り組みについては、都道府県、

指定都市、精神保健福祉センターでは、災害

時の精神保健福祉活動に係る計画やマニュ

アルの策定が最も多く、次いで災害支援の



 

 

装備や消耗品の確保、関係機関との協定締

結、各種訓練への参加などが続いた。保健所

では、災害要支援者の実態把握が最も多い

結果であった。 

 

（2） 「受援プロセス標準化シート」活動

内容の評価結果 

 「受援プロセス標準化シート」における準

備期からフォローアップ期までの活動内容

については、全体的に理解度は概ね高かっ

た。しかし、機関毎で見るとその理解度にば

らつきが認められた。 

 機関別での理解度を見ると、都道府県主

管課においては活動期の「県外担当課との

調整」「精神保健福祉センターと連携」、移行

期の「撤収合議体の主催」に関しては【分か

らない】とする回答が比較的多く認められ

た。指定都市については、全フェーズを通し

て活動内容への理解度は良好であった。対

して、被災市町村では、精神保健活動につい

ての役割についての理解度は全体的に６割

程度と低めであった。保健所では、活動期の

「措置入院対応」、撤収期の「撤収プランの

計画」、撤収期の「カルテの管理・保存」と

いう活動に対して戸惑いを感じている結果

であった。精神保健福祉センターでは、立ち

上げ期の「DPAT 統括として保健医療調整

本部との連携確認」、撤収期やフォローアッ

プ期においては「DPAT 等撤退後の被災者

支援に関する統括」を行うかどうかでの迷

いがあることが示された。 

 

④ 自治体の災害時精神保健医療福祉マニ

ュアル構成案の作成：マニュアルの使用者

を自治体職員と想定した。災害時の精神保

健福祉活動や組織体制などの総論、災害フ

ェーズ別からなる各組織の活動目標および

活動内容といった具体的な活動マニュアル

を記載するほか、災害時対応の心構えや事

例を示すことで、自治体職員が災害対応の

具体的イメージを喚起できるように構成し

た。 

 

2．マニュアル作成のための概念整理 

災害時の精神保健体制に関する文献レビュ

ー： 

 国内文献の検索結果は、①災害＋受援＝

98 件、②災害＋受援＋精神保健＝1 件、③

災害＋受援＋精神＝4 件、④災害＋応援＝

131 件の合計 234 件であった。次いで、こ

れらの文献タイトルを確認し、最終的に合

計 53 文献（①災害＋受援＝32 件、②災害

＋受援＋精神保健＝0 件、③災害＋受援＋

精神＝3 件、④災害＋応援＝20 件、重複 2

件）に絞り込みを行った（図１）。 

 適格基準にてらした結果、７論文が適格

となった（表 2）。内容はほとんどが支援の

受け入れに関するもので、災害精神支援に

関する論文は 2 編であった。多くが受援体

制と受援訓練の必要性、支援とニーズのマ

ッチング、指揮命令系統の明確化、マニュア

ルの整備、支援者側のストレスとジレンマ

への配慮をあげていた。 

 国外文献の検索結果は、①Disaster + 

Mental Health + Preparedness＝194 件、

②Disaster＋Mental Health＋System＝

175 件、③Disaster＋Mental Health＋

preparedness＋Support＋System＝14 件

の合計 383 件であった。文献タイトルを確

認し、まず 150 文献に絞り込んだ（①

Disaster + Mental Health + Preparedness

＝82 件、②Disaster＋Mental Health＋



 

 

System ＝ 56 件、③ Disaster ＋ Mental 

Health ＋ preparedness ＋ Support ＋

System＝12 件）。次いで、これらのアブス

トラクトを検討し、最終的に合計 83 文献

（ ① Disaster + Mental Health + 

Preparedness ＝ 49 件 、 ② Disaster ＋

Mental Health ＋ System ＝ 36 件 、 ③

Disaster＋Mental Health＋preparedness

＋Support＋System＝7 件）に絞り込みを

行った（図２）。 

 英文では適格論文は 5 編にとどまった

（表２）。支援を行うことと受けることをわ

けた検討はなく、多くが総説で、災害精神保

健システムに関する論文を検討していた。

内容は、精神保健・心理社会的支援プログラ

ム （ Mental Health and Psychosocial 

Support: MHPSS）が多くの地域で実施さ

れており、その内容を紹介・検討するものが

多かった。他に、地域のレジリエンス指標を

定義する、また地域公衆衛生を災害メンタ

ルヘルスの概念にとりいるべきと主張する

論考があった。 

 

D. 考察 

災害時の精神保健医療福祉マニュアルの

作成に向け、各分担班への研究支援および

内外の文献レビューを行った。 

全国アンケートにおける平時の人員配置

の調査結果からは、今回調査した各機関で

は常勤精神科医の数が少ないことが共通し

ており、中長期支援において DPAT 隊（精

神科医 1 名、看護師 1 名、ロジスティクス

1 名）のような人的資源を割いての支援継

続は、現行の人員では難しい現状であるこ

とが伺えた。この結果からは、精神科医をは

じめとした各職種の人員増や負担の大きい

業務内容の削減、精神保健福祉センターが

中長期支援の統括の役割を担うことが可能

かどうか検討することが必要と考えられた。 

支援側と応援を依頼した側の活動内容を

整理した「受援プロセス標準化シート」につ

いては、活動内容への理解度は概ね高かっ

た。しかし、被災市町村においては精神保健

についての役割の理解が他機関に比して低

く、より丁寧な説明が必要である。また、中

長期の地域精神保健福祉体制についても、

マニュアルには丁寧な説明を記載すること

が求められると考えられた。 

最後に文献レビューについては、国内外

で考え方の違いが目立っていた。国内では

応援を依頼した側の体制整備と条件設定が

課題として検討されている一方、欧米にお

いては、災害急性期に焦点をあてた DPAT

のような活動より、復興までを見据えた中

長期的かつメンタルヘルスのみならず心理

社会的支援に全般的に対応する公衆衛生的

な MHPSS 活動が災害精神保健活動である、

という考え方が主流であった。この違いは、

東日本大震災においてこころのケアチーム

の活動で課題となった急性期の災害精神支

援と統括機能の欠如を出発点として DPAT

が作られたために、災害精神保健のあり方

が急性期支援に偏っているという我が国の

現況の表れと考えられる。したがって、

DPAT 等活動支援団体による支援もその後

の中長期支援も大きな災害精神保健システ

ムのあり方から構造的にとらえなおした災

害時精神保健医療福祉マニュアルの作成が

必要と考えられた。 

ただし今回の文献レビューでは研究論文

に限って検索をしているが、具体的な支援

を受ける方法や連携の計画、中長期の体制



 

 

を開発するには各地域の行政マニュアルや

行政文書をむしろ参照する必要がある。今

年度の検討ではその点が十分でなかったた

め、次年度はそれらの文書も収集し、参照の

うえでマニュアル作成を行う。 

 

E. 結論 

１．全国アンケートを実施し、調査した精

神保健機関では常勤精神科医はじめ災

害に対応する人員の不足が示唆された。 

２．災害後に DPAT 等活動支援団体と連携

する公的精神保健福祉システムの活動

内容を整理した受援プロセス標準化シ

ートを作成し、理解度を調査した。市町

村では災害精神保健や DPAT 等活動支

援団体に関する理解が必要であり、中

長期の精神保健福祉体制についてはよ

り明確な説明が必要と考えられた。 

３．文献レビューから、応援を依頼した側

の体制整備と訓練、ならびに中長期を

視野にいれた大きな災害精神保健シス

テムのあり方を前提にマニュアルを整

備する必要性が示唆された。 

  

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 

 太刀川 弘和：高齢者の災害・復興地域

の自殺・自死の問題．老年精神医学雑誌

30(5)：499-504, 2019. 

 Takahashi S, Takagi Y, Fukuo Y, Arai 

T, Watari M, Tachikawa H: Acute 

Mental Health Needs Duration during 

Major Disasters: A Phenomenological 

Experience of Disaster Psychiatric 

Assistance Teams (DPATs) in Japan. 

Int J Environ Res Public Health. 2020 

Feb 27;17(5). 

2. 学会発表 

 太刀川弘和, 相羽美幸, 袖山紀子, 高

橋 晶：生きている過去ー被災者の抑

うつと外傷後ストレスは、災害後の精

神的健康の推移に関連するー．第 39回

日 本 精 神 科 診 断 学 会 （ 京 都 ） 

2019.9.20-9.21 

 相羽美幸, 太刀川弘和, 高橋 晶：東

日本大震災後の被災者の精神的健康の

推移の地域比較．第 78 回日本公衆衛生

学会総会（高知）2019．10.23-25． 

 高橋晶、岡本雄太、太刀川弘和、木島祐

子、大川貴子：被災地における精神科ア

ウトリーチ支援の効果―福島県相双地

区での「なごみ」の活動―．第 78 回日

本公衆衛生学会総会（高知）2019．

10.23-25． 

  

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録 なし 

3. その他 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

表１．受援プロセス標準化シート 

 

準備期
(Preparedness)

災害対応能力(人材、資機材、組織),防災
計画を準備する静穏期

立ち上げ期
(Activation)

災害医療チームの派遣開始から被災地
側受援体制確立までの時期

活動期
(Operations)

調整体制が確立し、災害医療チームの支
援活動が本格化する時期

移行期
(Transition)

支援ニーズが減少し、災害医療チームの
撤収計画が検討される時期

撤収期
(Deactivation)

災害医療チームの撤収計画が実行され、
被災自治体に業務移行する時期

フォローアップ期
（Follow-up)

チーム撤収後の体制が精神保健福祉
ニーズに対応し、平時に復する時期

ＤＰＡＴ

・隊員のトレーニング（統括者・都道府県
等担当者研修会、先遣隊研修会等）
・都道府県等・精神科医療機関の情報集
約
・都道府県等の平時の精神保健医療体制
の課題を整理
・DPAT都道府県調整本部、DPAT活動拠
点本部の設置について検討
・本部・隊の資器材の確保

・DPAT調整本部・拠点本部の立ち上げ支
援
・主管課と連携開始
・精神科医療機関の被災情報収集

・活動拠点本部にて担当者に挨拶
・当日の活動内容について避難所の担当
者や保健師に確認
・被災地での精神科医療の提供（トリート
メント：診察、処方）
・被災地での精神医療活動（トリアージ、
ケースワーク）
・被災した医療機関への専門的支援（搬
送）

・移行時期の検討
・撤収プランの計画
・支援ニーズのアセスメント
・支援者支援に関する助言

・カルテの引き継ぎ、申し送り、J-SPEED
のデータ引き継ぎ、患者の引き渡し
・被災地域の支援者に対して、支援活動と
事例の引き継ぎを段階的に行う
・現地のニーズに合わせて終結後のフォ
ローアップ体制も検討
・支援者支援に関する助言

・被災地から依頼があれば助言を行う
・支援者支援に関する助言
・災害対応のレビューと教訓化

都道府県主管課

・都道府県等の平時の精神保健医療体制
の課題を整理
・DPAT派遣－受援体制についての会議
の開催
・都道府県DPAT研修会の企画・運営
・調整本部について検討
・地域防災計画より想定される災害の規
模や被害状況の把握
・都道府県等DPAT活動マニュアルの策定
（・ブロック連携体制の構築?）

・DPAT派遣要請
・DPAT統括と相談して調整本部の立ち上
げ
・他の支援チームとのDPAT立ち上げに関
する調整
・精神科病院被災状況のとりまとめ

・県内DPATの調整
・各拠点本部への助言
・県外担当課との調整
・精神保健福祉センターと連携
・他の支援チームとの調整

・移行時期の検討
・撤収プランの計画
・撤収合議体の主催
・フォローアップ期に行う活動内容の計画

・フォローアップ期に行う活動内容の計画 ・平時業務への移行
・フォローアップ事業の把握
・災害関連の精神保健案件をデータ化
・災害対応のまとめ・報告
・災害精神保健活動費用の支弁

精神保健福祉センター

・都道府県等の平時の精神保健医療体制
の課題を整理
・受援方法の計画

・調整本部・拠点本部の立ち上げもしくは
支援

・主管課と連携 ・移行時期の検討
・撤収プランの計画

・精神保健福祉に関する相談・助言
・DPAT後の被災者支援に関する統括

・精神保健福祉に関する相談・助言
・支援者支援
・DPAT後の被災者支援に関する統括
・災害精神保健福祉の調査

保健所

・都道府県等の平時の精神保健医療体制
の課題を整理
・DPAT受援の訓練

・活動拠点本部に関わる ・被災状況、精神保健ニーズの把握
・主管課、市町村、DPATと連携（情報提
供、活動依頼）
・措置入院対応

・移行時期の検討
・撤収プランの計画
・地域保健医療体制のアセスメント

・フォローアップ体制の確立
・DPATカルテの管理・保存

・平時業務への移行
・災害関連の精神保健案件への対応
・支援者支援

市町村

・地域防災計画へのDPATの記載
・DPATとの信頼構築、共同訓練
・受援方法の計画

・災害本部の立ち上げ
・他の支援チームとのDPAT受け入れに関
する調整

・避難所の管理・運営
・支援ニーズの把握
・主管課、保健所、精神保健福祉センター
と連携
・他の支援チームとの調整

・移行時期の検討
・撤収プランの計画
・避難所縮小計画
・避難所数、避難人数、支援ニーズのアセ
スメント

・DPATから引き継いだケースのフォロー
アップ

・平時業務への移行
・災害関連の精神保健案件への対応
・DPATから引き継いだケースのフォロー
アップ

その他

・災害拠点病院：活動拠点本部の設置に
協力
・精神科病院協会：精神科病院被災状況
の把握

・DMAT、JMAT、JRAT、日赤、DHEAT、そ
の他の職能団体

・DHEAT、日赤、その他の職能団体 ・地域精神医療機関：DPAT対応患者の引
き継ぎ・連携

・こころのケアセンター、地域支え合いセン
ター

運用フェーズ

各機関



 

 

図１．和文検索フロー                         図２．英語論文検索フロー 

 

 

 

 

 



 

 

 
表 2．日本語適格論文 7 編の概要 

著者 文献種別 論文名 方法 結果 考察

福井貴子・加藤寛
（2019）

研究報告
効果的な受援体制に向けての検討
ー東日本大震災、熊本地震での受援
担当者へのインタビュー調査からー

東日本大震災と熊本地震に関わった
保健師16名への半構造化面接と質的
分析

担当者は様々な受援業務に少なからぬ負担を感じていた。担
当者の職場環境や、協働する外部支援者の姿勢とその関係性
は、業務の円滑さに大きな影響を与えていた。また受援担当
者に特有の精神状態が生じていた。

適切な職場環境や受援担当者へのサポート、
事前の知識、地域として統一した考えをもと
に活動する体制は、受援業務をスムーズに進
めるにあたり効果的。

松本珠実，遠藤智子他
（2018） 研究報告

地方自治体における災害時の公衆衛
生活動に対する準備状況の実態
―自治体種別による比較より―

災害時公衆衛生活動の準備状況につ
いて，全国保健所統括保健師等を対
象にアンケートを実施し、統計分析

市町村では災害対策本部への保健医療部局の参加，マニュア
ル，他部局、医師会等との連携，研修や訓練などの実施割合
が低かった．訓練は，応援終了目安の決定や医師会等が災害
対策を話し合う場があること，研修派遣との関連があった。

市町村の災害時の公衆衛生活動に対する準備
状況は遅れている．災害時公衆衛生活動に関
する災害訓練の実施には，関係機関との連携
や受援体制の検討，研修の受講が必要。

宮本真巳（2015） 総説
受援力に関連する諸問題についてー
災害支援からセルフケア支援までー

受援の鍵概念について各種文献から
検討

健康行動の議論における人間関係論が希薄。援助関係論の観
点から、受援に自己責任論を持ち込むべきではない。

受援力の概念を対人関係論から精緻化し、受
援・支援のスティグマを解き放つべき。

高山佳洋、池田和功他
（2018） 活動報告

広域災害時の保健所における公衆衛
生マネジメント確立のための災害時
健康危機管理支援チームの支援によ
る公衆衛生受援体制の構築および普
及に関する検討

先進事例の調査により基本要素を抽
出し、全国保健所調査を実施。これ
を踏まえてガイドラインを策定

公衆衛生支援・受援体制の基本要素は、市町村との情報共
有、受援計画策定、地域分野別コーディネーター設置、関係
機関・住民総出の救護訓練、災害医療調整組織の迅速な立ち
上げ、民間人材の活用、県内支援チームの早期出動であった
が多くの保健所は受援、対外連携、訓練が不十分であった。

全ての保健所がDHEATの支援を得て標準的
公衆衛生対策を展開できる訓練、支援経験を
重ね、段階的に受援体制整備を図るべき

小野真理（2017） 教育報告

関東・東北豪雨災害時の避難所の保
健活動における支援団体等との連携
─受援者のための災害時対応想定訓
練ツールの開発─

関東・東北豪雨災害時避難所保健活
動を通して，支援者・受援者両者の
活動を時系列で振り返り，災害時に
おける受援体制と，平時の準備につ
いて整理し，災害時対応想定訓練
ツールを作成

インタビュー調査から， 1 ）発災当初の避難所運営では通
信・交通手段が遮断され自ら判断・行動しなければならな
い， 2 ）フェーズ1 以降支援者が調整不十分な状況で現地に
入り，支援者への調整が必要になること， 3 ）平時から部署
横断的に様々な想定を行う必要が課題として抽出された．

支援者の支援を念頭におく場合と，支援を受
ける受援者の対応について，想定訓練ツール
を活用し訓練を行うことが必要。

山口喜久雄（2018） 総説
熊本地震の特徴ー被災者の避難行動
から見えるものー

熊本地震におけるDPAT活動の受援側
からの振り返り

熊本地震は死者数に比して避難者数が極めて多く、全国から
きたDPAT支援に対して受援側は未整備でDPAT要請の可否も
わからず、DPATの活動も運営方法もわからなかった被災規
模により過剰な支援は受援側行政職員に必要以上のストレス
や責務を負わせてしまう。

発災後の全半壊数、停電戸数などを指標にし
て災害規模を把握したうえで、適正規模の
チーム数を要請することが、被災後のPTSD
を増やさないために望ましい方策。

劔陽子、池田洋一郎他
（2014） 活動報告

熊本地震後超急性期からあ急性期に
おける保健所の災害対応活動

発災後超急性期から亜急性期におけ
る保健所対応について保健所長、所
長会で記述要約し、KJ法により課
題・反省点を抽出

保健所内の指揮命令系統がうまく動かず、市町村や外部団体
は保健所機能を知らず、県本部との意思疎通が困難、職員の
疲弊、ニーズと実際の応援のミスマッチ、避難所による対応
の違いが課題としてあげられた。

災害時保健医療部局による指揮命令系統の確
立、管理職によるマネジメント能力強化、市
町村・関係団体との平時からの連携、災害保
健活動マニュアル整備、保健所の人員補強計
画作成が必要。

武田 多一、永石妙美
（2018）

教育報告
災害直後の「支援」と「受援」を考
えるアクティブ・ラーニング

大規模自然災害に遭遇したという事
例をもとに，アクティブ・ラーニン
グを実施。

災害対応に関する教育において，支援だけでな
く受援の立場でのCSCATTTトレーニングが学びを深めた．

現実的なシナリオ，多様な背景を有する学習
者の参加，知識や経験を共有しつつ問題解決
にあたるワークショップ方式が，アクティ
ブ・ラーニングを促す。
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著者 文献種別 論文名 方法 結果 考察

Jacobs J, , et al.
(2019)

総説
The organization of post-disaster
psychosocial support in the
Netherlands: a meta-synthesis

1992年～2014年までの12のオランダ
の災害活動報告をレビューして災害
後の心理社会支援サービス組織を検
討。

活動上の問題は組織内の情報共有、計画、準備、登録、社会
的理解に関わっていた。準備期、急性期、回復期にわけた組
織運用のポイントをまとめた。

災害時の心理社会支援では徐々に多職種連携
が重要になっているが、オランダではそのよ
うに組織を動かせていないため、専門的訓練
が必要。

Patel SS, et al.
（2017） 総説

What Do We Mean by 'Community
Resilience'? A Systematic Literature
Review of How It Is Defined in the
Literature?

災害時の地域の回復力(resilience)の
定義をするため、システマティック
レビューを実施

80の論文を同定し、地域の回復に関わる７つの因子、地域の
知識、地域ネットワーク、コミュニケーション、健康、政府
のリーダーシップ、社会資源、経済状況、準備、精神的展望
を同定した。

地域回復力の定義はあいまいだが、今回同定
された因子について個人に焦点化して調査す
ることが地域指標をみるよりよい。

Sherchan S, et al.
（2015） 活動報告

Post-disaster mental health and
psychosocial support: experience from
the 2015 Nepal earthquake

2015年のネパール地震にWHOが行っ
たMHPSS活動を紹介

災害1か月後から統合的なMHPSS活動が様々な支援者から国
際的にネパールで実施された。

地域のメンタルスクリーニングと地域医療機
関のメンタルケア教育後の様々な支援活動が
統合的に実施できたが、課題もあった。

Math SB, et al. (2015) 総説
Disaster Management: Mental Health
Perspective

1978年～2013年の文献を、災害、メ
ンタルヘルス、精神障害、精神医
学、 PTSD, 精神療法, 薬物療法の
キーワードでPubMedで検索し、レ
ビューした。

災害メンタルヘルスは予防医学である。災害被害の軽減とい
う視点から、多次元的統合的なメンタルヘルスの啓発、災害
予防、災害緩和に変えるべきである。対策は６R
（Readiness ,Response, Relief, Rehabilitation, Recovery,
Resilience）として理解されるべきである。

災害管理は、準備、立ち上げ、連携、実施の
サイクルを行う継続的な活動である。ゆえ
に、今は災害メンタルヘルスに公衆衛生の原
則を統合する時である。

DuÈckers, et al.
（2017） 調査研究

Measuring and modelling the quality
of 40 post-disaster mental health and
psychosocial support programmes

ヨーロッパで40の災害に実施された
MHPSS活動を定量的に評価した。

元の活動マニュアルで推奨される、準備・提供システム、全
般的評価基準、基本的な心理社会的原則は因子として支持さ
れたが、適応される対策と介入は支持されなかった。準備・
提供システムがしっかりしていて多くの対策と介入を用いて
いるほど統括者は自信を持っていた。

MHPSSプログラムの成功因子と抵抗因子に
ついて評価する研究が今後も必要である。



 

 

令和元年度厚生労働科学研究費 
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研究要旨  

保健所、被災市町村のそれぞれの役割を述べたマニュアル及び整備指針（ガイドライン）

を作成する際の基礎資料とするために、今年度は都道府県、政令指定都市、保健所、被災市

町村を対象に、DPAT 等活動支援団体の活動を依頼するうえでの課題、支援団体の活動終了

後の地域精神保健体制のあり方等について調査を行った。また、東日本大震災の被災地であ

る宮城県の関係機関へインタビュー調査を行い、支援団体に期待する役割、支援団体の活動

で考えられる課題、支援団体が撤収するタイミング、支援団体撤収後の地域精神保健福祉活

動の課題、その解決のために平時から準備しておくべきこと、保健所に期待する役割等につ

いて整理を行った。 

DPAT 等活動支援団体に期待する役割としては、主に急性期の精神医療であり、その後は

保健師等の活動の後方支援があげられていた。支援団体の活動から地域精神保健への移行

後の体制については、日頃から地域の精神保健活動の中核である保健所や精神保健福祉セ

ンターが対応することが望ましいと考えられた。また、そのためには、平時においても、地

域課題を把握し、地域精神保健活動の中核としての役割を担っているということが保健所

の役割であることが改めて明らかになった。 

A. 研究目的 

 災害時には多数の保健医療活動チームが

被災地に支援に入るが、保健所は市町村と

連携して、それらの保健医療活動チームの

避難所等への派遣の調整を行うことになる。 

 そのような中でも、特に、精神保健活動に

おいては、日頃からその地域の精神保健医

療に従事している市町村や保健所職員が対

応の中心となり、継続性のある活動にする 

 

ことが重要であると考える。 

そこで、本分担研究班では全国の自治体

や保健所における DPAT 等活動支援団体

の活動を依頼するうえでの課題、支援団体

活動終了後の地域精神保健体制のあり方に

ついて調査・分析を行い、保健所や市町村に

おける地域精神保健活動と支援団体の活動

との協働のあり方を検討することを目的と

した。 

   



 

 

B. 研究方法 

1 アンケート調査 

(1)調査対象 

① 都道府県 47 か所 

 ② 政令指定都市（以下、指定都市） 

 20 か所 

 ③ 保健所 472 か所 

 ④ DPAT が活動した被災県のうち、災害

救助法施行令第 1 条第 1 項第 4 号適

用の市町村（以下、被災市町村） 

369 か所 

(2)調査方法 

・保健所：全国保健所長会一斉メールで

調査票送付、メールで回収  

 ・保健所以外：郵送で調査票送付、郵送で

回収 

(3)調査期間 

令和元 年 11 月 1 日～ 12 月 2 日 

(4)内容 

 平時の精神保健福祉体制、災害時の精神

保健医療体制、平時から災害時までの各フ

ェーズにおける各組織で考えうる活動内容

の必要性を調査項目とした。 

 

2 現地調査 

(1)調査対象（調査場所） 

①宮城県保健福祉部 精神保健推進室

（宮城県庁） 

 ②みやぎ心のケアセンター 

（ケアセンター） 

 ③宮城県精神保健福祉センター 

（ケアセンター） 

 ④石巻市（石巻市役所） 

 ⑤女川町（女川町役場） 

 ⑥宮城県気仙沼保健所（AP 東京八重洲） 

 

(2)調査方法 

 班員が直接面談し、半構造化インタビュ

ーを行った。 

(3)調査内容 

 ①災害時、具体的に地域の資源を使って

どのように対応したか 

②災害時の指揮調整の基軸となる都道府

県、保健所、市町村の災害前後、精神保

健医療福祉に関する機能はどうだった

か、どういった課題があったか 

③こういう対応ができればよかったとい

う点 

④支援団体に期待する役割 

⑤支援団体の活動で考えられる課題 

⑥支援団体が撤収するタイミング 

⑦「本来の市町、保健所、精保センターの

活動、地域精神保健福祉活動にどのよ

うに移行させていくか」で現在抱えて

いる課題、その解決のために平時から

準備しておくべきこと、保健所に期待

する役割 

 

C. 研究結果 

1 アンケート調査 

(1) 回収率 

 配布数 回収数 回答率
(%) 

都道府県 47 32 68.1 

指定都市 20 13 65.0 

保健所 472 242 51.3 

被災市町村 369 91 24.7 

合 計 908 378 41.6 

 

(2) 調査結果 

調査結果の詳細については、別添資料参



 

 

照。主な結果は以下のとおり。 

①災害時における精神保健活動を想定した

取組として、「災害時の精神保健福祉活動

に係る計画、マニュアル等の策定」を行っ

ていたのは、都道府県 62.5％、指定都市

61.5％、保健所 22.3％、被災市町村 4.4％

であった。 

 

②望ましい DPAT 等活動支援団体の派遣方

法は、「被災自治体からの派遣要請があっ

てから、来てもらいたい」が、都道府県

93.8％、指定都市 84.6％、保健所 82.2％、

被災市町村 69.2％であった。 

 

③支援団体の活動終結の判断と決定を行う

機関として、都道府県では、支援団体の都

道府県調整本部 59.4％、都道府県保健医

療調整本部 21.9％、指定都市では、支援

団体の都道府県調整本部 46.2％、都道府

県保健医療調整本部 23.1％、保健所では、

都道府県保健医療調整本部と医療保健活

動チームとの協議 30.6％、支援団体の都

道府県調整本部 18.6％、被災市町村では、

地域本部が設置されている被災地保健所

30.8％、都道府県保健医療調整本部と医

療保健活動チームとの協議 27.5％であっ

た。 

 

④支援団体の活動終結の判断の重要項目に

ついて、都道府県では、相談・支援ニーズ

81.3％、被災自治体の地域保健医療福祉

機能の回復 81.3％、精神科病院・精神科

医療機関の医療機能の回復 78.1％、指定

都市では、精神科病院・精神科医療機関の

医療機能の回復 100.0％、相談・支援ニー

ズ 92.3％、被災自治体の地域保健医療福

祉機能の回復 84.6％、保健所では、精神

科病院・精神科医療機関の医療機能の回

復 88.8％、相談・支援ニーズ 74.0％、被

災自治体の地域保健医療福祉機能の回復

69.0％、被災市町村では、被災自治体の地

域保健医療福祉機能の回復 64.6％、相談・

支援ニーズ 59.3％、精神科病院・精神科

医療機関の医療機能の回復 50.5％であっ

た。 

 

⑤支援団体の終結後の望ましい支援体制は、

都道府県では、保健所が対応する 75.0％、

精神保健福祉センターが対応する 68.8％、

指定都市では、精神保健福祉センターが

対応する 38.5％、こころのケアセンター

を立ち上げて支援の拠点とする 38.5％、

保健所では、保健所が対応する 60.3％、

精神保健福祉センターが対応する 50.8％、

被災市町村では、保健所が対応する

72.5％、精神保健福祉センターが対応す

る 49.5％であった。 

 

2 現地調査 

(1) 調査結果 

インタビューで得た主な意見の概要 

①災害時、具体的に地域の資源を使ってど

のように対応したか 

・震災直後、保健所長を中心にして管内の

精神科医や市町村とで、いわゆる連絡会

議のようなものを立ち上げた。 

・こころのケアチームの活動が地元に受け

入れられるよう、こころのケアミーティ

ングに病院のソーシャルワーカーにも来

てもらい、地域へのつながりをつけるよ

うに意識していた。 

・地区担当保健師が、医療チーム、こころの



 

 

ケアチーム、業務担当保健師が全員会っ

て話ができるような構図をつくった。 

・精神科の患者さんたちは、主治医と会う

ことですごく安定するので、主治医が診

療できる体制、主治医につなげるような

システムをつくった。 

・高齢者を回っている包括の人や、相談支

援事業所の障害関係の人たちとも、常に

連携をとっていた。 

・専門的な知識を持たない一般住民である

生活支援員を「満点ではなくても十分で

きている」と評価して、支援の際の悩みを

一緒に考え続けることで支援員が力をつ

けていった。頑張った支援員たちが、今い

る地域でリーダーになって頑張ってくだ

さっている。 

・南三陸町の住民は多数、隣接の登米保健

所管内に避難していたため、他管内との

調整も必要だった。そこで、登米市・登米

保健所・南三陸町・こころのケアチーム・

精神保健福祉センターとの調整会議を開

催した。児童相談所には子どものこころ

のケアチームの調整を担当してもらい、

朝のミーティング、毎日の報告にも入っ

てもらうことで、連携が良く図れた。 

 

②災害時の指揮調整の基軸となる都道府県、

保健所、市町村の災害前後、精神科保健医療

福祉に関する機能はどうだったか、どうい

った課題があったか 

・東日本では、こころのケアチーム派遣か

ら地域へ移行するにあたり市町・保健所

の体制としてとにかく精神保健活動をす

るマンパワーが不足していた。専門職が

なかなか集まらない地域で、市町で対応

するのは難しく、こころのケアチームの

活動を引き継ぐ形でこころのケアセンタ

ーを立ち上げたという経緯がある。 

・精神科医師のニーズは最後まで結構あっ

たが、市町で自分たちの町の精神保健活

動をどう展開していくかといったところ

に対する、精神保健だけでなく、保健活動

全般に対する災害後の対応、活動へのア

ドバイスが求められた。個々のケースに

対するアドバイスと、町の活動に対する

全般的なアドバイスが求められ、その視

点があるドクターが求められた。 

 

③こういう対応ができればよかったという

点 

・地域の基幹病院に精神疾患の方もかなり

受診をされたが、地域内ではそれぞれの

病院が手一杯で支援体制がとれない状況

だった。そこに精神科医師の支援があれ

ば、院内の中でも対応が非常にスムーズ

にできたところがあった。 

・保健の中でメンタルだけを取り出そうと

するのではなく、今やっている被災者の

支援の中に、ここのエッセンスは実はメ

ンタルと重なるのだよというのをちょっ

と強調して意識するとか、そういうこと

でなるべく負荷をかけないような形でや

っていくといいと思う。 

 

④支援団体に期待する役割 

・支援団体が、調整をして、転院の対応がで

きると、非常にありがたい。 

・保健師の活動を後ろでバックアップする

といった役割。 

・医療チームと対等に渡り合うにはやっぱ

り DPAT という枠組みとか、その指揮命

令系統の中で動くというのがやっぱりス



 

 

ムーズなのだと思う。 

・DPAT 活動の後半のこころのケアでは、

保健分野のスタッフとのコミュニケーシ

ョンをもっとするというスタンスは必要

になると思う。 

・DMAT や JMAT が入ったりしたとき、身

体の医療ニーズはすぐに時期が収束する。

なので、後でやるとしたらこころのケア

しかない。そのときにばたばた上がって

きたことは、それこそ DPAT に盾になっ

てもらって、トリアージしてもらうしか

ない。 

・地元に迷惑をかけない、自分たちはいな

くなるのだから地元に全部戻していくと

いうスタンスで支援に入っていただく。 

 

⑤DPAT 等活動支援団体の活動で考えられ

る課題 

・DPAT になって、逆に救助法上の取り扱

いは複雑でわかりにくくなった。そうい

ったところも含めて、再度整理をしてい

く必要がある。 

・DPAT と、その後の地域精神保健に対応

する「こころのケアチーム」が救助法上、

一連でできない。DPAT という名称は医

療的なイメージ。避難所等を巡回する際

は、「こころのケアチーム」という名称の

方が、心のケア活動を行うチームという

ことがわかりやすい。 

・現在、急いでDPATの派遣をしているが、

ニーズがあるかどうかもわからないとこ

ろで支援団体の派遣になってしまってい

る。活動としては、その後の避難所等での

活動で、もう少し後にニーズがあるよう

に思う。 

・DMAT と DPAT 等活動支援団体の連携の

仕方、先遣隊の最初の急性期のところで

の連携の仕方を考えなくてはいけない。 

・現在は保健分野と連携することが非常に

難しくなってきたように思う。DPAT の

チームが一連で全部やるということにな

っているが、実際それを一連でやるとい

うことは、なかなか難しいのではないか

と思われる。 

・DPAT として派遣される側もどういう位

置づけで行くかで、医療中心なのか、それ

とも、これから生活を整えていくのか、お

話を聞いて安心してもらえるような環境

をつくるのかなど、やることが少しずつ

広がっていくのにどう重ねて活動してい

くかというところに DPAT の切りかえの

難しさがある。新たな組織として入るの

がいいのか、支援団体として活動を切り

かえながら活動していくのかを考えなく

てはいけないのだろう。 

 

⑥DPAT 等活動支援団体が撤収するタイミ

ング 

・既存の保健所や精保センターが市町をバ

ックアップするという体制で対応できる、

そういう体制がとれれば、そこでこころ

のケアチームの派遣は終了にできるだろ

う。 

・DPAT は、緊急時の対応が終わったら速

やかにはけるでいいと思う。緊急時の派

遣部隊というのが長居して、そこのもと

もと持っている援助希求能力をそいでし

まってはいけないと思っているので、あ

る程度早い時期にきちんとはけるという

のが大原則だと思う。 

・精神科救急の部分だけをやった方が現場

はわかりやすいし、お互い、どこで終わる



 

 

かもはっきりわかっていいと思う。 

 

⑦「本来の市町、保健所、精保センターの活

動、地域精神保健福祉活動にどのように移

行させていくか」で現在抱えている課題、そ

の解決のために平時から準備しておくべき

こと、保健所に期待する役割 

・基本的には保健所が被災している市町と

ニーズを把握すべきで、そこに、マンパワ

ーが足りないのであれば、支援を入れて、

全体の地域のニーズを把握して、それに

対応する。その中で、メンタルに対する支

援が必要であれば、支援団体がこころの

ケアチームにつないでいきながら、対応

していくということになるのではないか。 

・保健師が活動していて、気になったとき

に、専門の精神科医師からアドバイスを

受けられるといったニーズは最後まで残

った。たとえば保健所の精神保健相談に

精神科医師が来ているのであれば、その

医師をうまく活用しながら、そういった

対応ができるようになってくれば、外部

からの派遣の必要性もなくなってくると

思う。 

・災害の規模にもよるが、既存の保健所・精

神保健福祉センターを強化して、対応で

きるというのが、一番いいと思っている。 

・災害のときに保健所をどう強化するかが

非常に重要。保健所の機能は、普段から地

域課題を把握し保健所がその役割を担っ

ているかどうかにもよる。これまでやっ

てきた以上のことはやれない、それ以下

になるのは仕方がないので、普段どうい

った保健所の機能を果たしているかが非

常に問題になってくる。その機能を災害

のときにどれだけ強化し、体制をつくっ

ていくかということだと思う。 

・チームが多くなっても、それをどう統率

していくかは、地域の中では保健所が担

う役割。保健所の役割は非常に重要だが、

市町との関係性が現状では弱い。 

・各県に統括 DPAT がいるので、そこと保

健所が連携するというのを事前にやって

おく必要がある。 

・災害後の反応はこういうことだというの

は、ちゃんとつくられているので、保健関

係者が事前にきちんと知っておくことが

大事。 

・保健所長もしかりだが、保健所保健師が

市町村の人たちといかにコミュニケーシ

ョンできるかとか、マネジメントができ

るかというのが、災害時にすごくきいて

くる。県保健所が市町をサポートする、そ

こが一番のパイプ。 

・災害時はぐっと市町に近づくが、そのと

きに何をやるかという話だけでなく、平

時でもいろんな業務との関係の中で出向

いて行って、その町の様子とか保健師の

体制とかを知っておくということ。市町

の業務にどれぐらい近づいていくかとい

うところ。 

・保健所はどんな方法で力をつけるかとい

うと、地域の先生たちであるとか地域の

リソースと結びつかなければならない。

保健所のサイドがフットワークよく動く

とか、あとは、より精神科に関する専門的

な知識をつけるとか、やっぱりきちんと

アウトリーチしてくれるのが信頼関係を

構築するには早いと思う。 

・地域のもともとの精神科医療機関が、中

長期の部分もきちんとかかわってやって

いくべきなのだろうと思う。 



 

 

・DPAT が地域のニーズのアセスメントを

して、次の部隊、後継部隊に対して引き継

ぎをするということは、とてもレベルが

高いことだと思う。外からの部隊ができ

るのかというと難しいと思うので、地域

がわかっている人、精保センターなどと

一緒にやるのがいい。 

・心と体の連携の仕組みづくりは、細く長

く続けていかなければいけないので、や

はり地元でやるべき。  

 

D. 考察 

 今回のアンケート調査及びインタビュー

調査から、DPAT 等活動支援団体に期待す

る役割は、主に急性期の精神医療であり、そ

の後は保健師等の活動の後方支援があげら

れていた。 

支援団体の活動から地域精神保健への移

行時期を考えるにあたっては、地域の相談・

支援ニーズや被災自治体の地域保健医療福

祉機能の回復状況、精神科病院・精神科医療

機関の医療機能の回復状況が重要なファク

ターであることがわかった。 

移行後の体制については、日頃から地域

の精神保健活動の中核である保健所や精神

保健福祉センターが対応することが望まし

いと考えられた。また、そのためには、災害

時に保健所をどう強化するかということも

重要であるが、平時においても、保健所が地

域課題を把握し、地域精神保健活動の中核

としての役割を担っていることが必要であ

る。 

 

E. 結論 

今年度のアンケート調査で既に災害時の

精神保健福祉活動関係のマニュアル等を作

成している自治体を把握することができた。 

来年度は、その自治体から、マニュアル等

を収集し、マニュアルの内容の分析及びい

くつかの自治体への聞き取り調査を行い、

今年度のアンケート調査結果やインタビュ

ー結果を踏まえ、保健所、被災市町村のそれ

ぞれの役割を述べたマニュアル及び整備指

針（ガイドライン）を作成する予定である。 

 

F. 健康危険情報 

 なし 

 

G. 研究発表 

3. 論文発表 

 なし 

4. 学会発表 

 なし 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 

4. 特許取得 

なし 

5. 実用新案登録 

なし 
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研究要旨 

【目的】都道府県・精神保健福祉センターの他組織との連携を図る体制及び DPAT 等支援団体の活動後

の地域精神保健体制を検討する。【方法】1) 災害時等こころのケア推進委員会の設立、2) 災害時の精神

保健医療福祉体制のありかた検討のためのアンケート調査、3) 既存マニュアル等を用いた連携を図る体

制及び中長期支援の検討、4) 災害後中長期の被災者精神保健医療体制にかかる検討を実施した。 
【結果】全国精神保健福祉センター長会定期総会にて事件・事故・災害時こころのケアワーキンググルー

プから災害時等こころのケア推進委員会への格上げが承認され、全国こころのケア研究協議会を開催し

た。全国 69 ヵ所の精神保健福祉センターを対象としたアンケート調査では、66 ヵ所のセンターから回

答が得られ（回答率 95.7%）、DPAT 等支援団体の活動終結の判断は医療機関の意向や相談・支援ニーズ、

地域保健医療福祉機能の回復が重要であること、 中長期のこころのケアは、保健所や精神保健福祉セン



 

 

ター、こころのケアセンター、市町村等が対応することが望ましいと考えられていることがわかった。自

治体資料を用いて連携を図る体制及び中長期支援に関する項目を検討した結果、連携を図る期間におけ

る支援活動、支援団体の派遣と派遣要請について、関係機関の役割と連携、中長期支援について等を整理

していくことが重要であることがわかった。災害後中長期に被災者の精神保健医療支援に関わる機関と

しては、市町村保健センター、精神科医療機関、地域支え合いセンター、かかりつけ医・身体科医療機関、

居宅介護支援事業所の順に多く、これらの機関の回復状況が DPAT 等活動支援団体の活動の終結を判断

する材料になると考えられた。 
【結論】今後、「自治体の災害時精神保健医療福祉マニュアル」を策定していくことが望まれる。 

 

A. 研究目的 
2013 年に、災害後急性期からの精神科医療ニー

ズに組織的に対応するために設立された災害派遣

精神医療チーム（DPAT）は、ほぼ全国の都道府県

で組織され、災害時の精神科医療体制は定着しつ

つある。一方で被災地域自治体の DPAT 等活動支

援団体の活動への理解度は未だ十分ではなく、DP
これら団体にどのような役割を求めるか、どのよ

うな体制で応援を依頼するかといった応援を依頼

する側の方針や体制は未整備である。大規模災害

時の支援と応援を依頼する方法、ニーズとミスマ

ッチや応援を依頼する側の調整機能の混乱は、

2011 年の東日本大震災の支援活動以降問題とな

っており、災害支援活動における応援を依頼する

側の体制の整備は急務と思われる。さらに、DPAT

等活動支援団体の活動終了後、中長期のこころの

ケアに関わる地域精神保健福祉への移行時期や移

行体制についても十分に確立されていない。 

今回、都道府県・精神保健福祉センターの他組

織と連携を図る体制の検討と DPAT 等活動支援団

体の支援後の地域精神保健体制の事例検討を行っ

た。 
B. 研究方法 
1. 災害時等こころのケア推進委員会の設立 

全国精神保健福祉センター長会において災害時

等こころのケア推進委員会を設立し、都道府県・

精神保健福祉センターにおける応援を依頼する体

制の検討の基盤とした。 
2. 災害時の精神保健医療福祉体制のありかた検

討のためのアンケート調査 

災害後急性期以降の精神医療から精神保健へ移

行する時期における支援側、応援を依頼する側の

課題を明らかにし、移行を円滑に行うためのプロ

セスや DPAT 等活動支援団体の活動終了後の精神 

 

保健体制に関する技術開発を行うことを目的に、

全国の精神保健福祉センターに対して「災害時の

精神保健医療福祉体制のありかた検討のためのア

ンケート調査」を実施した。調査は全国 69 ヵ所の

精神保健福祉センターを対象に、2019 年 12 月 1
日から同年 12 月 27 日にかけて実施した。同様の

調査は、都道府県及び政令指定都市、保健所に対

しても実施しており、これに準じた項目を電子メ

ール回答にて調査した。 

3. 既存マニュアル等を用いた他組織との連携を

図る体制及び中長期支援の検討 
令和元年度精神保健福祉センター災害時支援研

究班資料として、いくつかの自治体から既存の災

害時マニュアルや資料が提出された。これを基に

連携を図る体制及び中長期支援に関連する項目を

抜粋し、その内容や課題について災害時等こころ

のケア推進委員会にて検討した。尚、検討に用い

たマニュアル等は下記の通りである。 

▪ 『北海道胆振東部地震における災害時精神保

健医療活動（第 115 回日本精神神経学会総会

資料）』（北海道立精神保健福祉センター） 

▪ 『東日本大震災における心のケア～発災から

10 ヶ月の活動記録～』（宮城県精神保健福祉

センター） 

▪ 『仙台市災害時地域精神保健福祉ガイドライ

ン』（仙台市精神保健福祉総合センター） 

▪ 『「ひょうごDPAT」活動マニュアル』（兵庫県） 

▪ 『岡山県の豪雨災害における DPAT 活動につ

いて（第 115 回日本精神神経学会総会資料）』

（岡山県精神保健福祉センター） 

▪ 『平成 30 年 7 月豪雨 広島県』（広島県立総

合精神保健福祉センター） 

▪ 『DPAT（災害派遣精神医療チーム）活動手順』

（広島市健康福祉局） 



 

 

▪ 『愛媛県 DPAT 活動要領』（愛媛県） 
▪ 『大分県 急性期の DPAT 活動マニュアル  

大分県被災時の対応』（大分県） 
4. 災害後中長期の被災者精神保健医療体制にか

かる検討 

熊本こころのケアセンターが関わったケースを

通して、災害後中長期の精神保健医療に関わる機

関・事業の抽出・整理を試みた。2016 年 10 月か

ら 2019 年 3 月の期間に、熊本こころのケアセン

ターがアウトリーチもしくは来所対応を行った連

続 515 例の相談対応記録から、精神保健医療的な

関わりが有ると判断される他の機関・事業を抽出

した。 
C. 研究結果 

１． 災害時等こころのケア推進委員会の設立 
 2019 年 7 月 4 日の全国精神保健福祉センター

長会定期総会にて、事件・事故・災害時ワーキング

グループから災害時等こころのケア推進委員会へ

の格上げが承認された。同年 7 月 26 日、全国ここ

ろのケア研究協議会（主催：全国精神保健福祉セ

ンター長会、事務局：仙台市精神保健福祉総合セ

ンター、宮城県精神保健福祉センター）が開催さ

れた。大波由美恵氏（神戸市養護教諭）、田中究氏

（兵庫県立ひょうごこころの医療センター）の講

演と、八木淳子氏（いわてこどもケアセンター）、

木越研司氏（仙台市教育局）、鈴木由佳里氏（気仙

沼市保健所）によるシンポジウムが行われ、全国

から災害支援関係者が集った。 
２． 災害時の精神保健医療福祉体制のありかた

検討のためのアンケート調査 
対象となった全国 69 ヵ所の精神保健福祉セン

ター中 66 ヵ所から回答が得られた（回答率

95.7%）。調査の結果から「DPAT 活動終結の判断」

は「医療機関の意向」や「相談・支援ニーズ」、「地

域保健医療福祉機能の回復」が重要と考えられた。

「心のケアの継続」は、「保健所」や「精神保健福

祉センター」、「こころのケアセンターの立ち上げ」、

「市町村が対応することが望ましい」等、意見は

様々であった。平時から災害時までの各フェーズ

で考え得る活動内容については、準備期や立ち上

げ期、活動期、移行期まではイメージを持ちやす

かったが、撤収期やフォローアップ期に関しては

想定しづらいことが明らかとなった（その他の結

果は太刀川班報告を参照）。 
３． 既存マニュアル等を用いた他組織から応援

を受ける体制及び中長期支援の検討 
① 応援を依頼した側の体制の検討 
他組織との連携を要する支援活動として、医療

機関や被災地における精神保健医療ニーズの把握、

精神科病院被災に伴う患者搬送、避難所における

支援、被災者宅訪問、支援者支援、被災者の健康調

査とそのフォローアップ、避難所解消後の仮設住

宅支援があげられた。どこまで外部支援を求める

かは被災地や災害の状況によって変わることや、

医療支援から保健支援への移行は明確に分けられ

るわけではないこと等が指摘された。熊本地震で

は、病院支援からニーズの展開と関係機関との連

携、さらには精神保健福祉センターへの引継ぎ等、

コンパクトな期間で県外支援が県内のリソースに

移行しており、今後の支援における良いモデルと

なるとの意見も聞かれた。精神保健福祉センター

や保健所、多分野チーム等関係機関の役割と連携

を整理することの重要性、DPAT 等活動支援団体

が殺到することで被災地が混乱する恐れ、外部支

援を求めるもしくは受けるかどうかの決定の重さ

等も洗い出され、DPAT 統括者一人では、外部支

援を受けるタイミングや量の判断は難しく、

DPAT 事務局や関係機関と協議しながら決めた方

が良いこともわかった。 

② 中長期支援 
まず重層的な支援体制（被災市町村ー保健所ー

精神保健福祉センター）が求められた。ポイント

は DPAT 等活動支援団体といった外部支援が掘り

起こしたニーズを適切な機関につなげることの必

要性、精神保健福祉対策を通常業務に移行させて

いく視点と災害対応として別建てで対応していく

視点の兼ね合いの難しさであった。体制整備とし

て、外部支援が少なくなる時期の実情に応じたマ

ンパワーサポートの現実的な選択、メリット・デ

メリットを評価し、災害の規模によってこころの

ケアセンター等の専門機関、部署の設置の検討が

重要であった。 
４． 災害後中長期の被災者精神保健医療体制に

かかる検討 

災害後中長期における精神保健医療的関わりが

あった機関・事業として計 43 機関・事業が抽出さ



 

 

れ、市町村保健センター等（N=267）、精神科医療

機関（N=158）、地域支え合いセンター（N=149）、

かかりつけ医・身体科医療機関（N=96）、居宅介

護支援事業所（N=49）の順に多かった。平時に地

域精神保健の中核的役割を果たす精神保健福祉セ

ンター（N=28）や保健所（N=17）の関わりは相対

的に少なかった。 
D. 考察 

全国精神保健福祉センター長会において災害時

等こころのケア推進委員会を設立したが、過去の

災害で精神保健医療分野のカウンターパートとし

て、他組織との連携や支援を経験した委員も多く、

実践的な連携体制の検討を進めることができた。 
都道府県及び政令指定都市、保健所と並行して

「災害時の精神保健医療福祉体制のありかた検討

のためのアンケート調査」を全国の精神保健福祉

センター対象に実施した。災害時の急性期以降の

精神医療から精神保健への移行における支援側・

支援を受ける側の課題、移行を円滑に行うための

プロセス等に関する基礎資料を集めることができ、

DPAT 等活動支援団体の活動終了後の精神保健体

制に関する技術開発を進める下準備ができた。 
自治体資料を用いて他組織との連携を図る体制

及び中長期支援に関する項目を検討した結果、連

携を図る必要が生じる時期における支援活動、

DPAT 等活動支援団体の派遣と派遣要請について、

関係機関の役割と連携、中長期支援について等を

整理していくことが重要であることがわかった。 
また、災害後中長期の被災者精神保健医療体制

について検討を行ったが、市町村保健センター、

精神科医療機関、身体科医療機関、地域包括支援

センター並びに居宅介護支援事業所等、既存の地

域精神保健医療資源に加え、災害の規模によって

こころのケアセンターや地域支え合いセンター等

の被災者支援専従機関が一定の役割を果たしてい

る可能性が示唆された。併せて、1) 市町村保健セ

ンターの機能回復及び地域支え合いセンターによ

る機能補完、2) 精神科医療機関の機能回復及び身

体科医療機関による機能補完、3) 地域包括支援セ

ンターや居宅介護支援事業所等、高齢者の問題に

対応する機関の機能回復という観点から点検する

ことで、災害後急性期の DPAT 等活動支援団体活

動から中長期支援への移行判断がしやすくなると

考えられた。 
E. 結論 

今年度の成果を活かし、「自治体の災害時精神保

健医療福祉マニュアル」を策定していくことが望

まれる。 

F. 健康危険情報 
 なし 

G. 研究発表 

 なし 
H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 
 なし 



 

 

令和元年度厚生労働科学研究費 

「災害派遣精神医療チーム（DPAT）と地域精神保健システムの連携手法に関する研究」 

分担研究報告書 

 

DPAT と自治体の連携課題の抽出と対策 

 

渡 路子１）、荒川亮介２）、石田正人３）、小菅清香４）、小見めぐみ１）、高品登美子５）、知花浩

也６）、福生泰久７）、吉田 航８）、余田悠介９） 

 

１）DPAT 事務局、２）日本医科大学、３）神奈川県立精神医療センター、４）学習院大学、

５）千葉県障害福祉課、６）国立病院機構 琉球病院、７）神奈川県立精神医療センター、

８）医療法人貴山会柏駅前なかやまメンタルクリニック、９）千葉県君津健康福祉センター 

 

研究要旨  

平成 30 年度および令和元年度の５つの災害で活動した DPAT 隊員に対し、受け入れ自治

体・組織との連携についての課題について調査を行った。最も多い課題は立ち上げ期におけ

る「（自治体の）本部立ち上げ」で、活動期における「情報伝達」、「指揮命令系統」の課題

がそれに次いでおり、自治体の本部機能に関わる項目が多くを占めた。一方、DPAT 活動の

終結の判断については、「相談・支援ニーズ」と「被災地域の精神科医療機関の機能回復」

が多く、次いで「被災地域本部の意向」が多かった。DPAT 活動後のフォローアップ体制と

しては「アウトリーチ活動」と「メンタルチェック」が望まれていた。これらの結果から、

DPAT と自治体の連携をスムーズにするためには、立ち上げ期～活動期に関しては、自治体

が DPAT を受け入れるための本部機能の確立に主眼を置いたマニュアルの作成、移行期以

降に関しては、地域ごとに DPAT 等活動支援団体撤収後の体制をどのように構築するのか

を示すロードマップをあらかじめ作成する必要性が示唆された。 

A. 研究目的 

2013 年に、災害急性期からの精神科医療ニ

ーズに組織的に対応するために設立された

災害派遣精神医療チーム（DPAT）は、ほぼ

全国の都道府県で組織され、災害時の精神

科医療体制は定着しつつある。一方で、被災

地域自治体の DPAT 活動への理解度は未だ

十分ではなく、DPAT にどのような役割を

求めるか、どのような体制で受け入れるか

するかといった方針や体制については未整

備である。大規模災害時の支援と受援、ニー

ズとのミスマッチや自治体の調整機能の混

乱は、2011 年の東日本大震災の支援活動以

降問題となっており、災害支援活動におけ

自治体の体制の整備は急務と思われる。さ

らに、DPAT 活動終了後、中長期のこころ

のケアに関わる地域精神保健福祉への移行

時期や移行体制についても十分に確立され

ていない。 

本研究では、DPAT 隊員への全国調査を行



 

 

い、災害時の急性期以降の精神医療から精

神保健への移行における支援側、自治体側

の課題を明らかにし、移行を円滑に行うた

めのプロセス、DPAT 活動終了後の精神保

健体制に関する技術開発を行うことを目的

とする。さらに、調査結果を基礎資料とし

て、自治体の災害時精神保健医療福祉マニ

ュアル作成についても検討する。 

 

B. 研究方法 

平成 30 年度および令和元年度の５つの災

害（平成 30 年 7 月豪雨、北海道胆振東部地

震、令和元年 8 月の前線に伴う大雨、令和

元年台風第 15 号、令和元年台風第 19 号）

で活動した DPAT 隊員に対し、所属する都

道府県経由で調査を行った。調査時期は、令

和元年 12 月 18 日～令和元年 12 月 31 日で

あった。 

以下の項目について回答を求めた。（詳細は

資料１を参照） 

１．職種、従事場所 

２．派遣された災害、活動時期、活動場所 

３．受け入れ自治体・組織との連携について

の課題（自由記述） 

４．活動の終結 

それぞれ項目について集計を行った。「３．」

の自由記述については回答をカテゴリー化

し、回答数の多い 3 項目を集計した。 

 

C. 研究結果 

回答数 166 名で、医師が約 2 割、看護師・

保健師、業務調整員が約 4 割ずつであった。

（図１）平成 30 年 7 月豪雨と平成元年台風

第 19 号での活動が多く、活動時期は「活動

期」、活動場所では「避難所」の回答が多か

った。（図２） 

最も多い課題は立ち上げ期における「（自治

体の）本部立ち上げ」で、活動期における

「情報伝達」、「指揮命令系統」、撤収期にお

ける「撤収時期の判断」がそれに次いだ。

（図３） 

DPAT 活動の終結の判断については、「相

談・支援ニーズ」と「被災地域の精神科医療

機関の機能回復」が多く、次いで「被災地域

本部の意向」が多かった。（図４）DPAT 活

動後のフォローアップ体制としては「アウ

トリーチ活動」と「メンタルチェック」が望

まれていた。（図５） 

 

D. 考察 

＜立ち上げ期～活動期＞DPAT 活動が効果

的に実施されるには自治体の本部機能が最

重要課題であることから、自治体が DPAT

を受け入れるための本部機能の確立に主眼

を置いたマニュアルの作成が有効と考えら

れた。具体的には、本調査の結果を踏まえる

と以下の項目が考えられ（図 6）、来年度作

成作業を行う予定である。 

１．発災後の初動 

１）自治体職員の登庁 

２）本部人員の参集 

（自治体内の応援職員、DPAT 統括者、先

遣隊） 

２．本部の立ち上げ準備 

１）DPAT 事業決裁権者への連絡 

２）災害医療担当部局への連絡 

３）庁舎内の本部設置場所、通信手段の準備 

３．DPAT 調整本部の立ち上げ 

１）災害医療コーディネーター、保健医療調

整本部への挨拶 

２）本部内の役割分担 

３）通信手段の確立 



 

 

４）上位本部への報告 

５）本部資機材の確保 

６）情報収集と評価 等 

＜移行期以降＞判断基準に上がった相談・

支援ニーズ、地域の精神科医療機関の機能

回復状況は DPAT 側で把握可能である。一

方で DPAT は終結の最終判断は被災地域本

部が行うものと考えており、地域ごとに外

部支援終結までのロードマップをあらかじ

め検討しておく必要があると考えられた。 

 

E. 結論 

災害時の急性期以降の精神医療から精神保

健への移行における支援側、連携する自治

体側の課題に関する DPAT 隊員への全国調

査を行い、立ち上げ期における自治体が

DPAT 等活動支援団体の支援を受けるため

のマニュアル、移行期から外部支援終結ま

でのロードマップの必要性が示唆された。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

5. 論文発表 

6. 学会発表 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 

6. 特許取得 

7. 実用新案登録 

8. その他 

 



 

 

図１ 対象者属性 

 

 

図２ DPAT 隊員の派遣状況 

 
  



 

 

図３ 受け入れ自治体・組織との連携についての課題 

 

 

図４ DPAT 隊員の DPAT 活動の終結（移行期・撤収期）に関する考え 

 

  



 

 

図５ DPAT 隊員の DPAT 活動の終結（フォローアップ期）に関する考え 

 

図６ 自治体職員のための DPAT 受援マニュアル（案） 

 

 



 

 

資料１ 調査票 

   



 

 

   



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和元年度厚生労働科学研究費 
「災害派遣精神医療チーム（DPAT）と地域精神保健システムの連携手法に関する研究」 

分担研究報告書 
 

（研究タイトル）DPAT 活動支援内容課題の検討 
 

（研究者名）高橋 晶１）２） 高木 善史３） 福生 泰久４） 

 

（所属）1）筑波大学医学医療系災害地域精神医学、2）茨城県立こころの医療センター、 

3）日本福祉大学東京サテライト福祉経営学部医療・福祉マネジメント学科、 

4）地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター 

研究要旨  

DPAT 等活動支援団体と連携を図った側の体制と、支援団体の活動終了後の、各被災地域で

の対応をインタビュー形式で調査した。各災害に対して、準備期、立ち上げ期、活動期、運

用移行期、終了期の各期で課題があり、特に初動の時点で、DPAT 等活動支援団体へ依頼の

判断への葛藤が見いだされた。また、課題に対して、各地域での対応が見られ、これは次の

災害に対する解決のためのレガシーとなり、応援をどう依頼するか、依頼側の整備がすすめ

られてきていることがわかった。 

 

A. 研究目的 

自治体の災害時精神保健医療福祉マニュア

ル・ガイドライン作製の資料となるデータ、

インタビューの集積・解析を行う。DPAT 等

活動支援団体の活動支援内容の課題につい

て検証する。 

 

B. 研究方法 

昨今の DPAT 支援を受け入れた被災地自治

体・保健所、関係者にインタビューし、半構

造化インタビューを行い、連携する際の課

題を前回の太刀川班で作成した分類を用い

た準備期、立ち上げ期、活動期、運用移行期、

終了期毎に抽出し、ベストプラクティスを

検討した。 

 

C. 研究結果 

本研究で得られた熊本県、北海道、広島県、

岡山県のインタビュー結果は以下の通りで

ある。なおインタビュー内容に関しては各

担当責任者に再度事実確認をお願いした。 

 

１．熊本県 

対象災害：平成 28 年（2016）熊本地震（2016

年 4 月 14 日） 

回答者：熊本こころのケアセンター長 

方 法：半構造化インタビュー調査 

内 容：DPAT 等活動支援団体を受け入れ

た被災地自治体の精神保健医療体制および

連携する際の課題 

 

（１）準備期（平時）の役割と課題 

１）県主管課、精神保健福祉センター 

・DPAT 事務局主催の DPAT 研修には参加

していたが、先遣隊は設置されておらず、準



 

 

備不足であった。熊本地震における DPAT

の活動の成果は大きく、DPAT 体制がなけ

れば対応できなかった部分もあると思われ

る。九州ブロック DPAT 研修に参加してい

たことにより、九州管内関係者との横のつ

ながりはできていた。一方で、熊本地震以前

は、外部支援に行くことを念頭に研修参加

しており、「他組織と連携を図る準備」につ

いては頭になかった。 

・都道府県 DPAT マニュアル等は整備され

ていなかった。現在は、県レベルで総合的な

自治体の災害時精神保健医療福祉マニュア

ル・ガイドライン等が策定されているが、

DPAT に特化したマニュアル類はない。 

・主管課の担当者が 4 月に異動してきたば

かりであったため、DPAT のことを把握で

きていなかった。主管課担当者の異動を考

慮した体制作りが必要である。 

・精神保健福祉センターは、DPAT 以外の

精神保健医療支援を受ける窓口となったり、

DPAT 撤退後の精神保健医療支援を引き継

いだりすることがある。DPAT と連携を図

る体制の整理だけではなく、精神保健医療

支援全般における応援を依頼する体制の整

理が必要である。 

２）市町村 

・災害時精神保健医療体制はほとんど準備

されていなかったと思われる。 

・平時の地域精神保健ネットワークは比較

的充実していると思われる。毎年、市町村保

健師を含めた地域精神保健担当者の新任者

向け研修が精神保健福祉センター主催で行

われている。複雑困難事例のケース会議等

で精神保健福祉センターや保健所、市町村、

精神科医療機関等の担当者が顔を合わせる

機会も多い。 

・市町村-保健所連携に関しては、圏域によ

って上手くいっているところもあれば、そ

うではないところもある。 

・DPAT と連携を図った経験がない市町村

に DPAT の啓発をしてもなかなか活動イメ

ージが伝わりにくいのではないかと思う。

やはり実際に被災を経験していないと難し

い。 

 

（２）立ち上げ期の役割と課題 

１）県主管課 

・発災時、DPAT 統括者が県外出張中であ

り、出張先から熊本の状況を聞いたところ、

前震の時点では DPAT 派遣要請は必要ない

と判断した。その後、DPAT 事務局から派

遣要請するよう助言があり要請した。結果

的に本震があり、DPAT 派遣要請をしてよ

かったと考える。遠隔地から DPAT 派遣要

請の是非を判断するのには情報収集の観点

から限界があり、統括者は最低でも 3 人以

上必要と考える。 

・DPAT 派遣要請に関する判断に迷った要

因としては、実際の DPAT 活動のイメージ

がなかったことや、EMIS や DHMISS を使

えずに派遣要請を判断する情報が不足して

いたこと、災害時の外部支援は受けたら受

けたで大変なので、出来るだけ被災県のみ

で対応できた方がいいという考えがあった

こと、が挙げられる。 

・DPAT 派遣要請の判断は DPAT 統括者と

主管課長でなされたが、災害規模によって

判断の難しさは異なるだろう。熊本地震は

局所災害と大規模災害の中間規模であり、

判断が難しかったのではないかと思われる。 

・隣県の DPAT アドバイザー（当時）が緊

急支援に入り、調整本部の立ち上げをして



 

 

くれた。本部立ち上げの際には、事務局のサ

ポートはあったほうがいいと考える。その

後も切れ目なく事務局スタッフが調整本部

に入ってくれたが大変助かった。 

２）保健所 

・保健所は、保健医療支援全般に関しての

他組織との連携対応で相当圧迫されていた。

何をしていいのかわからず、コントロール

不能だった保健所もあったと思う。 

３）市町村 

・災害対応は県主導で進められるが、政令

市が絡むと複雑になる。熊本市は政令市で

あり、精神保健福祉センターが設置されて

いるが、理想としては DPAT 調整本部に熊

本市の精神保健福祉センター職員が入って

いた方が良かったと考える。 

・熊本地震の時は阿蘇保健所が ADRO とい

う組織を立ち上げて、他組織との連携を含

めた保健医療支援全般の調整を担い、良い

モデルとなった。このように保健所単位で

システマティックに対応できると良い。 

 

（３）活動期の役割と課題 

１）県主管課、精神保健福祉センター 

・県主管課と精神保健福祉センターは調整

本部業務を行っていた。平時の精神保健福

祉センターの業務として精神医療審査会や

手帳判定会などの法廷業務はストップでき

ない。災害支援と平行して通常業務を行わ

なければならず、自殺対策や依存症対策、ひ

きこもり支援等の事業を休止しつつ対応し

た。 

・大学病院や各種学会、協会、個人の精神科

医など DPAT 以外の精神保健医療支援を受

けつける窓口はなく、大体、医療救護班本部

へ行かれる。そこから DPAT 調整本部に回

されるが、DPAT 業務ではないので、最終

的に精神保健福祉センターが精神保健医療

支援全般の連携を調整する窓口化すること

になる。特に被災地の大学精神医学講座の

役割は明確にする必要があると感じた。 

・災害時の精神保健医療支援の中でも支援

者のメンタルヘルスケアは特に必要と感じ

た。 

・県外 DPAT は活動に切れ目なく派遣され

ると思っていたが、同じ都道府県の隊でも

1-2 日あいて、次のチームが来るということ

もあった。発災後１ヶ月くらいは切れ目な

く来てほしい。 

２）保健所 

・阿蘇保健所の ADRO は好事例であるが、

他の保健所では同様の体制はとれなかった

ようである。急性期から中長期にかけて、前

線である市町村と、それをバックアップす

る保健所という平時のメンタルヘルス体制

に戻していかなければならない。災害急性

期から ADRO のような保健所単位の支援

体制ができていると、スムーズにいくと考

える。 

３）市町村 

・災害時には、NPO や NGO、ボランティ

アなど様々な支援団体が救援にくる。しか

し、急性期に支援に入り、ケースを掘り起こ

してリストだけを残すような団体もあり、

被災地としては長期的に支援に入ってくれ

る公的なチームの方が有り難い。DPAT を

受け入れることで、市町村にとっては困る

支援を断ることができたという見方もでき

る。 

・市町村の立場からも、公的なチームのほ

うが安心できるという話も聞いた。 

・ひとつの避難所に色々な市町村の住民が



 

 

避難すると難しい。避難所の管理は市町村

であり、他の市町村民の対応については責

任の所在が問題となる。 

・熊本地震では、各市町村に可能な限り同

一都道府県のチームに張り付いてもらって、

市町村保健師との関係を築きつつ活動して

もらった。保健師ミーティングで主に精神

保健ニーズを吸い上げ、益城町などでは日

赤こころのケア班と活動区域のすみ分けを

するなど、体制の工夫をしていた。 

・どこの市町村でも保健師ミーティングと

医療チームミーティングの 2 層構造の様な

体制であったが、DPAT は両方のミーティ

ングに参加していた。 

 

（４）運用移行期の役割と課題 

１）県主管課、精神保健福祉センター 

・DPAT 活動の縮小・撤退を考えるのが一

番大変だった。我々の立場としては、どうし

ても県外支援者と地元支援者との間で板挟

みになってしまうところもあった。県外支

援よりも気心の知れた地元の精神科医療機

関に協力してもらったほうが気楽という気

持ちであった。しかし、現実的には県外

DPAT の活動が終了した後、誰がメンタル

ヘルス対応するのかという問題があった。

最終的に強引ではあったが熊本 DPAT を立

ち上げて、精神科病院に協力を仰いだ。 

・こころのケアセンターを 10月に立ち上げ

るということが早い段階で決まった。この

ため、10 月までどのように体制をつなぐか、

途中で体制が切れるのではなく、まずは九

州・沖縄ブロックの DPAT 体制に縮小して、

次に熊本 DPAT の体制、最終的にこころの

ケアセンターにつなぐことにした。 

・DPAT 撤退の判断材料は、「対応件数」、

「避難者数」など。県外チームの活動終了期

には、医療ニーズよりも保健ニーズのほう

が多かったため医療資源の不足はあまり考

えなかった。 

・熊本 DPAT の立ち上げに関しては、DPAT

研修が必要で大変だった。DPAT 事務局主

催の DPAT 研修会と主管課主催の DPAT 講

習会を開催した。県内の精神科医療機関は

支援を望んでおり、県外 DPAT 支援に遠慮

していた節がある。最近の潮流として、いつ

でも誰でも支援に入るということが難しく

なっている。 

 

（５）終了期以降の課題 

１）こころのケアセンターの現況 

・人員体制は精神科医（センター長）1 名、

保健師３名、精神保健福祉士１名、臨床心理

士１名、作業療法士 1 名（非常勤）、相談支

援員 2 名。 

・仮設住宅入居者数が 5,000 人を切った。

災害公営住宅等へ移行していっている。こ

ころのケアの個別相談対応件数も減ってい

る。仮設入居者からの相談が半分程度。 

・仮設団地でのサロン活動は、地域支え合

いセンターがあるため、そこがサロン活動

を含めたコミュニティづくりを担当してい

る。 

・県でこころのケアセンターをいつ終了す

るかのロードマップを作成中。 

 

（６）災害時の DPAT 等活動支援団体との

連携に関するマニュアルや指針 

なし 

 

２．北海道 

対象災害：平成 30 年（2018）北海道胆振東



 

 

部地震（2018 年 9 月 6 日） 

調査日：2019 年 11 月 18 日 

回答者①：北海道立精神保健福祉センター

所長 

回答者②：札幌市精神保健福祉センター所

長 

方 法：半構造化インタビュー調査 

内 容：DPAT 等活動支援団体を受け入れ

た被災地自治体の精神保健医療体制および

受け入れた際の課題 

 

（１）災害対応全般について 

・今回の災害は、北海道全域で停電となっ

たが、それを除く大きな被害があった地域

は北海道の一部であったため、電気が再開

された後は、通常業務を行えないほどの精

神科医療機関の被害はなく、精神保健福祉

センターも比較的早期に通常業務を再開で

きた。しかし、センター医師職が少ない中、

DPAT 統括者として道庁主管課「保健福祉

部障がい者保健福祉課」との連携や被災地

の支援活動を集中的に行っていた時期は大

変であった。 

・北海道は広いため、一部で被災を受けて

も道内の他の地域は電気が再開した後は平

時状態であった。道内であっても被災地と

の災害の温度差が大きいため、DPAT 活動

期であっても精神保健福祉センターの法定

業務など通常業務を止めることは困難であ

った。 

 

（２）精神保健医療の体制について 

１）準備期（平時）の役割と課題 

①都道府県主管課、道立精神保健福祉セン

ター 

・DPAT 統括者はいるが DPAT 隊は構成さ

れておらず平時の準備体制はなかった。 

・当時の DPAT 統括者は、精神保健福祉セ

ンター所長のみ。 

・DPAT マニュアルを作成している途中で

あった。会議 1 回目平成 30 年 5 月、2 回目

を 9 月 7 日（震災翌日）に開催予定であっ

た。 

・災害対応のガイドラインは、2011 年に「こ

ころのケアハンドブック」を『心的トラウマ

の理解とケア，じほう』を参考に作成した

が、DPAT に関して記載がないため改訂す

る予定としている。 

②札幌市精神保健福祉センター 

・道の組織に入る。道に判断を仰ぐ。 

２）立ち上げ期の役割と課題 

①都道府県主管課 

・DPAT 調整本部は、保健福祉部障がい者

保健福祉課で行うことが決まっていた。 

 

（３）DPAT 等活動支援団体と連携を図る

側の課題について 

・北海道は南西沖地震、有珠山噴火などで

の支援経験があり、北海道精神保健福祉セ

ンターが「こころのケア」を行うという理解

であった。DPAT は精神医療だが、北海道

では「災害精神医療」の考えが浸透していな

かった。 

１）準備期（平時）の役割と課題 

①都道府県主管課、道立精神保健福祉セン

ター 

・災害時の本庁、精神保健福祉センター、保

健所などそれぞれの具体的な役割が考えら

れていなかった。 

・精神保健福祉センターとしての「被災時

の業務継続マニュアル」は作成されていた

が、精神保健福祉センターが災害で大きな



 

 

被害を受けたどうかに関わらず、北海道内

の被災地支援をする内容が含まれていなか

った（「人員が限られている中で通常業務を

どのように再開するか」、に限定された内容

であった）。１０月から改訂準備が始まった。 

②札幌市精神保健福祉センター 

・「外国人労働者、外国人旅行者の避難所対

応をどうするか？」、「避難所で受け入れる

のか？」など検討しておく必要がある。 

・情報の集約方法が統一されていなかった。

医療機関から札幌市に問い合わせがあれば

北海道の主管課に一旦確認してから回答し

ていたが、直接医療機関から道に確認する

ところもあり、直接連絡を取られると、市内

の全容がつかみにくかった。 

・原発避難者、SOS を出せない人など、個

別ケースの対応について検討しておく必要

がある。 

２）立ち上げ期の役割と課題 

①都道府県主管課、道立精神保健福祉セン

ター 

・主管課と精神保健福祉センター、DPAT 統

括者等の緊急時の連絡方法の検討がされて

いなかった。このため、お互いに連絡先を把

握していなかった。 

・発災当日、本庁から 6 時台に個人の携帯

電話に連絡が入り、DPAT 調整本部の立ち

上げを聞き、統括者として本庁へ向かうと

話したが、本庁の判断はまずはこちらで対

応する、という内容であった。このため、

DPAT 統括として調整本部へ行ったのは、

発災翌日の 9 月 7 日となった。本庁から要

請があるまで待機と判断した。しかし、今振

り返ると、この判断はミスであったと考え

る。本庁とは、6 時台の連絡の時点で、医療

機関の被災状況もまだわからないため、状

況把握してから DPAT 要請の判断をしよう

と話していた。 

・県外 DPAT の受け入れについては、DPAT

事務局より県外 DPAT を受けるのか、受け

ないのかの判断は先にしてもいいので、ま

ずは要請だけ出してほしいと連絡が入った、

と聞いている。 

・被害の全容は 9 月 6 日の夜になって把握

でき、「医療機関の被災もないため、県外

DPAT はやはり必要ない。」、「支援に来ても

らっても役割がないと考えた。」、と聞いて

いる。 

・岩手、秋田の DPAT はフェリーに乗って

向かっていたため、2 チームのみ受け入れ

ることになった。 

・結果的には来てもらってよかったと考え

ている。 

・当時は被害の全容をつかんでから何チー

ムの応援を要請したほうがいいと考えてい

たが、結果的に見切り発車という形で県外

DPAT に支援に入ってもらったが、今は、

見切り発車でも災害の規模によって、何チ

ーム要請と早い段階でしたほうがいいと考

えている。 

・県外 DPAT から「準備しているので支援

にいけます」と直接連絡をもらうこともあ

ったが、最終的に断ったことについて、申し

訳なかったと思っている。 

・日頃から本庁と DPAT 統括者との関係構

築は必要だと感じた。 

３）活動期の役割と課題 

 

①道精神保健福祉センター 

・被害の大きかった DMAT 等は厚真町に拠

点本部を設置していたが、拠点本部には

DPAT を配置していなかったので、調整本



 

 

部と DPAT や保健所等との連携があまりう

まくいっていなかった。 

・保健所は、精神保健福祉センターが DPAT

やこころのケアを行うものだと考えていた

ようで、「どうしてこないのかと思われてい

た」、と聞いている。 

・平時は、北海道は広いため、精神保健福祉

センターが直接市町村等への支援を行う事

はなく、地域の保健所が支援を行うことに

なっている。このため、保健所は地元と密着

した支援を行い、精神保健福祉センターは

保健所が企画した講演会などの講師を行う

などで連携をとっている。しかし、保健所で

は DPAT はあまり浸透しておらず、こころ

のケアの考えのほうが強い印象である。 

②札幌市精神保健福祉センター 

・クリニック難民問題があった。停電のた

めクリニックがある建物の中に入ることが

できないところがあり、診察を行いたくて

もできず止む無く休診するところが多かっ

た。このため、休診を知らず外来日に通院す

るとクリニックが閉まっており、薬がなく

なるのでどうしたらいいか？といった相談

が多かった。停電していない精神科病院に

相談し、処方してもらった。平時の段階から

対応方法の検討が必要で、例えば、電子カル

テ化している医療機関では、自宅のパソコ

ン等にバックアップがある場合など、停電

していない場所で、臨時に診療所を開設で

きるような仕組み等があれば、継続的な診

療が可能かもしれない。 

４）運用移行期の課題 

・9 月 11 日医療参事が厚真町の被災地の状

況を確認し、県外 DPA の支援が必要か、道

内のこころのケアで対応が可能か判断しに

いった。 

・DPAT 事務局からは県外 DPAT を継続す

るか、活動と並行して DPAT 研修をするこ

とも方法として提案された。しかし、道内で

研修となると、広いため札幌市一箇所での

研修は現実的でないと考えた。 

・最終的に本庁で DPAT は終了すると判断

された。9 月 15 日計 10 日間で DPAT 活動

終了となった。 

５）終了期の課題 

・9/15 から道内で「こころのケア」活動と

なり、10/8 までは毎日、11/2 までは週 2 回、

11/30 までは週 1 回の活動を行った。頻度

などは本庁で考えられた。 

・DPAT マニュアルを作成している。マニ

ュアル上では、「保健福祉部長」が調整本部

設置の判断となっている。DPAT 統括者は

進言することになっている。 

・DPAT マニュアルでは、医療機関が平時

の状態となったら DPAT は終了としている。

精神保健の段階となるため、こころのケア

へ移行となる。こころのケアは、精神保健福

祉センターが担当する事になると想定して

いる。 

・DPAT は「医療」という認識をもっている 

 

（４）災害時の DPAT 等活動支援団体との

連携に関するマニュアルや指針の有無 

なし 

 

３．広島県 

対象災害：平成 30 年 7 月豪雨（2018 年 7

月 6 日） 

回答者①：広島県立総合精神保健福祉セン

ター所長 

回答者②：広島市精神保健福祉センター所

長、次長 



 

 

方 法：半構造化インタビュー調査 

内 容：DPAT 等活動支援団体を受け入れ

た被災地自治体の精神保健医療体制および

受け入れた際の課題 

 

今回の災害について、前回（平成 26 年 8 月

豪雨）の災害と大きく異なることは、県外

DPAT が入ったこと、DPAT 事務局が調整

本部支援に入ったこと、広島 DPAT の先遣

隊病院が被災を受けて初動の活動を行えな

かったことが挙げられる。 

 

（１）準備期（平時）の役割と課題 

１）平時からの連携や横のつながりが課題 

・県保健所や市町の保健センターと災害を

想定した平時よりの連携の準備はできてい

なかった。 

・災害が起これば一緒に活動してくれるこ

とにとなっている 

・広島県 DPAT マニュアルでは、二次医療

圏毎に立ち上げられる保健医療関連の災害

対策支部の中で動くこととしていたが、実

際はその仕組みで動いていなかった。 

２）「広島 DPAT 運営委員会」、「災害時にお

ける精神科医療体制検討委員会」 

・平成 26 年の前回の災害後、広島 DPAT 運

営委員会を県の健康対策課主催で開催した。

またワーキンググループも立ち上げ、DPAT

活動マニュアルも作成した。県内 DPAT の

養成研修前に発災したため、先遣隊病院以

外とは協定を締結していなかった。 

・また、県が主催で「災害時における精神科

医療体制検討委員会」も平成 30 年度より開

催し平成 31 年度で一旦終了予定。 

・会議のメンバーは、医療関係として精神

科病院協会・医師会・精神科神経科診療所協

会・広島大学精神科・国立賀茂精神医療セン

ター（災害拠点精神科病院候補）・県立広島

病院精神科・精神科救急担当病院から圏域

（東西２圏域）ごとの代表機関、危機管理・

消防関係として広島県危機管理監危機管理

課・広島県危機管理監消防保安課、行政とし

て広島県と広島市の担当課、広島県立総合

精神保健福祉センターであった。 

・令和元年度は共助と公助のワーキンググ

ループに分かれ、公助では主に災害拠点精

神科病院の選定について、共助では各精神

科病院の自助の取組みを共有する仕組み、

災害時の情報の共有・伝達の仕組み作りな

どが話し合われた 

３）平時の精神保健活動 

・各区の保健センターは、DPAT とは別で

支援活動を行っていたため調整本部との情

報共有は行った。 

・平時より精神保健福祉相談は、市保健セ

ンターの保健師が行っているため、精神障

害者に対する知識や経験がある。このこと

は、非常に大きく、精神障害者を敬遠すると

いうことはない。 

・DPAT は投入されるが平時の体制のまま、

災害支援も行うため、連携がスムーズでシ

ームレスに支援が継続できる。そのため、今

回も終了したという感覚がない。前回の災

害以降、毎月各区へ出向いているので、平時

の延長線上という感覚で行えている。 

 

（２）立ち上げ期の役割と課題 

・今回の災害の調整本部は、DPAT 統括者

研修を受けた 3 名による複数統括体制で，

調整本部長は県精神保健福祉センター長が

行った。広島市も含めた県内 DPAT として

活動。 



 

 

・大きな被害を受けた広島市内の病院の院

長先生より DPAT 統括者に直接応援の要請

が入り、最初に統括者、県、市の職員で

DPAT を編成し支援に入った。その病院は

土砂災害により交通遮断され、警察、消防か

ら支援を断られていたため、県に連絡し自

衛隊派遣要請を出してもらった。 

１）県外 DPA との連携をするかどうかの判

断が困難 

・県外 DPAT へ応援を依頼する際に、「何を

してもらえばいいのか、イメージがつかな

かった。」ため、判断に迷ったが、DPAT 事

務局のアドバイスなどがあり応援を依頼す

ることになった。 

・局所災害と大規模災害の動き方が違って、

局所災害だと、日常業務を行いながら調整

していくのは想定しておかなければいけな

いと感じた。 

・DPAT 事務局、県外からの DPAT の本部

運営支援は非常に助かった。また、初期には

自由に動ける隊が少なく，県外 DPAT に動

いていただいた。 

・DPAT 事務局が本部運営の支援を行って

くれたのは非常に大きかった。 

・応援を依頼する側としては、立ち上げは

代わりに行うまたは今回のように支援する

のがベストと考える。 

・外部支援 DPAT は以下の活動を行った。

県外 DPAT：島根 DPAT（2 隊）→調整本部

支援、山口 DPAT（1 隊）→病院支援、被災

者支援、DPAT 事務局：調整本部支援 

２）中長期の活動を視野にいれた活動の調

整 

・調整本部の中に「広島市を担当する活動

拠点本部」を設置した 

・前回の反省として、調整本部を全て対応

した結果、市精保センターの職員が疲弊し

てしまったため、活動に支障があった。今回

は、中長期時に活動できるよう配慮した。 

 

（３）活動期の役割と課題 

１）他の支援チームとの連携の課題 

・DPAT 以外の医療チームと日々のニーズ

の情報交換は行ったが、基本的には個別の

活動となった。 

２）災害時の通常業務の指示命令の課題 

・県精神保健福祉センターは、被災は免れ

たが、交通遮断に近い状態で多くの職員・利

用者のアクセスが非常に悪くなり、発災後

１週間は通常業務を縮小し、災害対応も行

った。 

・所長は、交通機能が麻痺していたため、

DPAT 調整本部のある県庁からセンターへ

しばらく向かうことができず、センター内

の状況が直接把握できなかった。応援を依

頼する側の立場として内部職員への指示が

うまくできなかった。 

・平時から災害が起これば県庁にいくこと

は伝えていたが、起きた時の具体的な動き

を決めておらず、混乱が生じた。 

・今回の反省を活かし、平時より指示系統

の確認（所長不在時の命令権者）、マニュア

ルの読み合わせなどを行うようになった。 

３）DPAT 等活動支援団体への派遣調整の

課題 

・本来の DPAT の派遣の形態、指示命令系

統を意識して、派遣の調整を行った。 

・応援を依頼した市町からは、毎日違う支

援者がきて大変という意見があった 

・ローカル DPAT として、支援に入れると

手をあげてくれたチームは多かった。しか

し、調整本部が 1 日数チームずつ待機を割



 

 

り当て，地域からのニーズに応じて派遣し

たため，結果的に全チームに活動していた

だけなかった。 

・１地域に１チーム（１病院）が理想と思う

が、派遣調整を行ったので毎日違うチーム

が入るようになった。 

・避難所、地域から上がってくるニーズに

対してのみ対応し、避難所を巡回でピック

アップしていない。 

・DPAT に支援の要請を行うのは、現地の

保健師が行うのが望ましい 

・今回の災害では、ほとんど掘り起こしを

行っていない。 

・地元の状況をよく把握し、つながりもあ

る保健師が派遣調整をすることが機能的で

ある。 

・また治療中の方が避難所に避難している

場合は、一度はみておいて欲しいという要

望があり、それに応えることは避難所を運

営する側の安心感にもつながる。 

・前回の災害では、県内の保健師や県外か

らの保健師が広島市へ支援をし、今回の災

害では県外からの保健師チームが、広島市

以外の市町へ支援を行った。広島市は保健

師が潤沢なため、県内の保健師が手薄にな

っているところへ支援に入っていただいた。 

県外からの保健師チームは市内に入らない

ため、区保健センターで調整して、支援活動

を行った。この結果、市の保健師は他業務も

行いながら支援に入ったので、毎日違う職

員が避難所などの支援を行うことになり、

連続性がなく、被災者に繰り返し同じ話を

聞いてしまったり、被災者のニーズを適切

に取り上げることができなかった。前回の

ようにチームを常駐させ、市の保健師とペ

アで活動を行えればよかったと反省。 

４）各被災エリアへの DPAT 等活動支援団

体の常駐 

・呉市は交通網が遮断され、行き来が困難

だった。避難所からの要望に応じた DPAT

派遣はしたが，移動時間の負担が大きかっ

た。DPAT を常駐させて、リエゾン的にど

こかのチームについてまわるなどの工夫は

できたと反省した。 

５）DPAT 等活動支援団体のマネジメント

の課題 

・DPAT に避難所など現地の動き方を調整

するのが課題と考える。 

・避難所でどんな活動を行ってもらうかな

ど、どうマネジメントするかが課題 

６）情報集約・情報収集 

・市の主管課、市保健所が、市内ケースの情

報集約を行った。 

・一人の情報が複数チームから挙がった場

合、一つに集約する作業を行った。 

７）県内の支援者の思いと調整本部の対応

のジレンマ 

・ローカル DPAT の調整として、「地元のた

めに協力する」と声をあげてくれていたが、

調整本部として現地の混乱を減らすために

調整した結果，すべてのチームに活動して

もらえなかった。この支援者の思いと現地

の調整のギャップ、ジレンマがあった。 

 

（４）運用移行期の課題 

１）DPAT 等活動支援団体の活動終了の基

準 

・終了の基準は「保健師チームが減少・撤退

する時期」「避難所が減少する時期」「地域の

医療資源と交通機能が改善された時期」 

・今回の DPAT の終了は８月末。実際には

8/24 が最終派遣。 



 

 

 

（５）終了期以降の課題 

１）広島こころのケアチーム 

・今回の災害を受けて県の委託事業として

広島県立総合精神保健福祉センター内に設

置した。 

・被災者の生活再建等全般的な支援は、県

内の 13 市町で社会福祉協議会や地域包括

支援センターが受託して「地域支えあいセ

ンター」事業を行っている。 

広島こころのケアチーム（保健師 3 名、看

護師 1 名、事務 1 名）に加えて，精神科病

院協会・臨床心理士会等からニーズに応じ

て専門職を派遣してもらう。3 年間の有期

事業地域支え合いセンターや市町の保健セ

ンターと連携し、こころのケアを行ってい

る。 

・期限付きのため、どのように終わらせて

いくかが課題となっている。 

２）健康調査 

・県は被災 15 市町と共同して、令和元年 7

～8 月にかけて、健康調査を実施している 

熊本こころのケアセンターが作成された健

康調査票を参考にし、K６と４つのリスク

ファクターで評価している 

健康調査の対象者は市町に委ねたため、市

町によって対象者の被災状況にバラツキが

あるが２万世帯におくって 40%の回収率で

あった 

・市は全戸調査を行っている 

３）情報管理の課題 

・対象者の個人情報が記載された災害時診

療記録の管理が課題となっている。 

・DPAT の診察を受けた人に説明をしてい

ないため，市町への提供が難しいと考えて

いる。 

・市町から依頼があった方に対して支援に

入っているが、診察の結果がその場で市町

と共有できていれば，市町にその情報は残

っているだろうが，全ケースではない。医療

の継続の必要なケースは医療機関に繋いだ。 

・現在は県庁に保管されているが、個人情

報の取扱い、記録を取った後の管理、使途な

どは課題である。 

４）平時の人間関係 

・システムや枠組みが整備されていても、

最終的には人と人との関係性によって変わ

る 

・担当者が変わると対応も変わる可能性は

大きい 

５）統括者の資質 

・広島県内には医学部が一つだけで顔なじ

みの方が多い。今回の災害では、知っている

方が多く、コーディネートもやりやすかっ

た 

・オールラウンドに動けること。 

・他の保健医療チームとの連携が必要なた

めリエゾンは大切でスキルとして備えてお

く必要がある。 

６）職員のメンタルヘルス（支援者支援） 

・市精保センターでは、毎月各区へ足を運

び、困っていることがないか？御用聞きの

役割を担っている。 

・区保健センターの保健師は遺族への訪問

も行うため、支援者支援の一環としても実

施している。 

・出向かず、何か困っていることは？と聞

いても「ない」と答えるが、実際に足を運ぶ

ことによって、相談がでてくるため、必要な

役割と考えている。 

・広島こころのケアチーム及び県精神保健

福祉センターでは、支援者の必要としてい



 

 

るスキルや支援者のセルフケアに関する研

修を行っている。 

・広島こころのケアチームでは市町ごとの

担当スタッフを決めており，きめ細かく継

続的に支援している 

 

（６）災害時の DPAT 等活動支援団体との

連携に関するマニュアルや指針 

必要と考えるが現在はなし 

 

４．岡山県 

対象災害：平成 30 年 7 月豪雨 

調査日 ：2019 年 11 月 25 日 

回答者①：岡山県精神保健福祉センター所

長、こころのケア対応医師、副参事 

回答者②：岡山市こころの健康センター所

長 

方 法：半構造化インタビュー調査 

内 容：DPAT 等活動支援団体を受け入れ

た被災地自治体の精神保健医療体制および

受け入れた際の課題 

 

（１）精神保健医療の体制について 

１）準備期（平時）の役割と課題 

①都道府県主管課 

・平時の準備体制はなかった。 

・岡山県の DPAT 状況として、所長、セン

ター医師が統括研修を修了した頃だったた

め、DPAT 協議会を立ち上げるところであ

った。 

②岡山市こころの健康センター、市主管課 

・県の組織に市が入ることになる。今回は

市内で大きな被害がなかったこともあり市

内は市の方で対応した。 

・市としては県の判断がどうなるか？所長

にも普段から県の組織下に入ることを伝え

ている。 

・県のラインと市の災害対策本部のライン

があるため、市に残り、県の情報を得なが

ら、DPAT の拠点本部を設置することにな

る。 

・BCP の策定は危機管理室で取りまとめて

おり、まだ完成していない。医療は可能だが

保健の BCP は困難ではないか。 

２）立ち上げ期の役割と課題 

①都道府県主管課 

・県の健康推進課が DPAT 統括と協議の上

DPAT 調整本部の立ち上げ判断の役割を担

う。調整本部は基本的に健康推進課と精神

保健福祉センターが中心に構成される。 

 また健康推進課はアウトリーチの関係で

保健所との連携が取れていることもある。 

・DMAT は医療推進課が管轄となる。

DMAT の統括は日赤の医師。 

・健康推進課は、DPAT 統括の意見を聞い

て立ち上げ、県外 DPAT の派遣要請を行う。 

・DPAT 統括は、県精神医療センター院長、

県精神保健福祉センター所長、市精神保健

福祉センター所長、慈圭病院長の順で対応

することが決まっている。 

 

（２）応援を依頼した側の課題について 

１）準備期（平時）の役割と課題 

①岡山市こころの健康センター 

・今回の水害までは、他組織からの応援は

あまり考えられていなかった。 

・保健師にかかっている。 

・通常業務で何をしているかがすべて。平

時のときに気になるケースがあれば訪問し

て直接会うことをしているか。 

・災害によって外部からの支援を受けて、

災害時だけでなく平時からこのような活動



 

 

が必要と感じる保健師もいる。 

・岡山市で各部署の役割が明確になってい

るわけではなく、災害時はとにかく参集す

ることで合意されている。 

２）立ち上げ期の役割と課題 

・立ち上げのときは、DPAT 事務局からア

ドバイザーという立場できてほしい。被災

地内の DPAT インストラクターでなく、県

外の利害関係のない方がいいのではないか。 

・広島では、顔を合わせたことでお互いに

不安も解消され、連絡もスムーズとなると

聞いた。 

・今回 DPAT は県外からの応援を受けてい

ない。しかし、本当に県外派遣要請が必要な

かったかというと判断は難しい。予測が難

しいため、あとから必要と要請すると指摘

を受けることになる。このことからも、早い

段階で DPAT 事務局からの応援があるとい

い。 

①都道府県主管課 

・7/7（土）午前中に EMIS 入力の完了して

いない医療機関へ直接電話連絡を取り、医

療機関の被災状況の把握を行った。岡山県

では誰が対応するなど事前に決めていない

が、自主的に行われた。 

②県精神保健福祉センター 

・災害対応だけではなく、通常業務もこな

さないといけない。今回の災害は調整本部

の立ち上げを土日で行ったため、土日（7~8）

の間に副参事が業務調整を行った。 

③岡山市主管課 

・保健管理課は、岡山市こころの健康セン

ターと相談しながら、県精神保健福祉セン

ターとも連絡を取り、EMIS 対応や活動を

検討する。 

３）活動期の役割と課題 

・県外 DPAT が支援に入ると、「ケースを掘

り起こす」、「仕事を探す」ことがどうしても

出てくるため、被災地の支援者は、県内のみ

の対応となったときに大変になる。 

①県精神保健福祉センター 

・DPAT 事務局、厚労省から、同じ内容の問

い合わせが多く、その対応が大変であった。 

・DPAT 事務局から早めに支援者支援を行

ったほうがいいといわれたが、それどころ

ではなく対応ができなかった。結果的に県

の心理士会へ依頼することができた。 

・7/14、DPAT から「県こころのケアチーム」

へ移行した。こころのケアチームは、精神保

健福祉センター、精神科医療センターで構

成した。このため、県内の医療機関からは

「参加したかった」という声も聞かれた。精

神科医会で構成してもよかったと課題とな

った。 

・被災病院の看護師の心のケアを DPAT に

要請された。日赤との相談の結果、日赤病院

の心のケアチームに対応してもらった。

DPAT も限られた人数であるため、まずは

避難所の巡回を優先した。 

・今回被害の大きかった倉敷市は中核市で

保健所政令市である。KuraDRO という保

健医療関係者の集まりを設置することにな

り、倉敷市保健所は大変であった。 

・KuraDRO では、夜間診療所の必要性が

指摘されていた。 

４）運用移行期の課題 

・7/14DPAT から「県こころのケアチーム」

へ移行した。名称は変わったが DPAT 事務

局への報告は求められ、診療日報の入力も

継続したため、DPAT とあまり変わりはな

かった。 

・「日赤のこころのケアもあるため紛らわ



 

 

しい」と問題になった。 

５）終了期以降の課題 

・「こころのケア相談室」を県精神保健福祉

センターに設置した。 

・こころのケアチーム活動の終了となった

ときは、保健所等から心配の声もあったた

め、「なにかあれば支援に入る」と伝えて、

相談室を立ち上げた。 

・定点調査（３年間予定）を実施している。

約 2100 世帯が対象。K6 の高い方をフォロ

ーしている。 

・水害は地震とは違った被災者の心の変化

や課題がある。 

・「DPAT」と「こころのケア」の違いがは

っきりしない。しかし、移行するときは関係

者にきちんと伝える必要がある。 

・応援を受ける側の立場としては、いつま

でが DPAT の活動期間とするのかなど、国

がはっきりと決めてほしい。 

①県精神保健福祉センター 

・「どこまでやるのか？」、「やったほうがい

いのか？」が不明確であった。精神保健福祉

センターには、被災地の相談や被災地のボ

ランティアなど、多大となる。 

 

（３）災害時の DPAT 等活動支援団体との

連携に関するマニュアルや指針の有無 

なし 

 

D. 考察 

以上の結果から、準備期（平時）の役割と

課題、立ち上げ期の役割と課題としては、想

定外の時期、または想定していても完全に

対応が出来るわけではなく、それぞれの組

織で出来る範囲での対応から、情報を収集

し、自組織での平時の組織の運用を行い、そ

して、必要時に DPAT 等活動支援団体への

派遣依頼を行っていた。しかし、DPAT 等

活動支援団体の派遣を正式に依頼する事に

は各センター長の判断の負担が大きいこと

は明示された。実際にはその役割はあるが、

各組織、県においても、県独自の指示命令系

統がある中で、センター長に権限がどれく

らい付与されているかは各地域によって異

なる。またいつ依頼するかにも、判断が難し

い事もあり、依頼をかけたい場合でも、各自

治体の内部組織との調整が難しい事も散見

された。この時にはアドバイザーのような

形で経験者が入る事が望まれた。そして、各

都道府県の平時の指示命令系統とは別の組

織、例えば県外から客観的視点を持って専

門家などのアドバイザーが入る事は有用で

あったとの意見があった。 

この点からは DPAT 等活動支援団体へ応援

を依頼するかどうかを決定する人をサポー

トする体制作りが必要に考えられた。 

各フェーズをみても、初動の判断と対応

に労力がかかる事が見受けられた。見切り

発車でも県外 DPAT を依頼して良いのか、

に対して葛藤が多くの組織で見受けられた。 

なぜなら、初動では情報があがりきらな

い中で先を見越した判断を求められる事や、

仮に依頼をしないと判断した後、被害が拡

大した場合、多大な影響を与える事になる

からである。過去の災害を振り返ると大規

模災害時には精神的な問題が遅かれ早かれ

出現するため、そのパターンからは早期か

ら精神的対応を始めて問題がない事が多い

が、正常化バイアスが働き、これくらいであ

れば、県内での対応で行えると思うところ

もある。実際には自県内のみで対応が収束

する事が県としてはありがたいことではあ



 

 

る。ただ、初動の時期では各県で対応者が被

災して県庁や拠点病院に集まれない事も多

い。そこで、他県 DPAT に初動の手伝いを

してもらい、その後、先が見えるあたりで早

期に自県での対応に変換するケースもあっ

た。これはそれぞれの組織の事情や、災害規

模、災害種類などで、一つの答えがあるわけ

ではない。臨機応変に対応が必要であるが、

初動に関しては被災県以外の力があった方

が良い事は明確であった。 

活動期の役割と課題としては、各関係機

関の連携、調整本部、活動拠点本部などの連

携、他機関との連携の課題があった。 

運用移行期の課題としては、いつまで

DPAT 等活動支援団体が活動するか、また、

DPAT 等活動支援団体の支援終了後のここ

ろのケアセンターのような新たな体制に移

行するか、それとも平時の体制につなぐか、

討議があった。被災県の中には、そのまま県

のローカル DPAT のような被災県内の支援

チームが継続して対応していく例もあった。

つまり、平時の地域の災害支援チームや人

員の育成がそのまま、災害対応に反映する

印象があった。 

また北海道に関しては、地理的な規模が

他の都府県とは圧倒的に違うため、他県の

災害精神システムだけでは対応が困難な可

能性もあり、地理的な、交通網の違いを考慮

してその範囲での対応が行われる可能性が

示唆された。例えば移動が車では全道から

集まれない事もあるので、飛行機などの他

の交通網の利用や、集合場所の選定などを

配慮する必要があった。 

DPAT 等活動支援団体の活動終了の基準

は自治体によって、また災害によって様々

であった。その中では「保健師チームが減

少・撤退する時期」「避難所が減少する時期」

「地域の医療資源と交通機能が改善された

時期」「対応件数」、「避難者数」などの要因

があり、基準に影響している事が示された。 

DPAT 等活動支援団体の活動終了後の課

題としては、終了後の体制がどのような団

体で対応するか事前に決まっているところ

もあれば、対応の中で自然発生的に決定し

ていくことがあった。事前に準備がある事

が望ましいが、結果的に、それぞれ自治体の

規模や対応人数などに左右されている印象

であった。 

終了期以降は、県の精神保健福祉センタ

ーが中心的役割を果たしている県や、その

後は各地域の精神支援対応に任せている場

所など地域によって様々であった。これは

一概に決められるものではなく、もともと

の地域の精神保健システムの規模によって

行われる可能性があった。ただ今後はこの

点をある程度の標準化をしないと、平時の

脆弱性が災害時にそのまま脆弱性につなが

る点は危惧され、その整備が急がれる。 

そして準備期、立ち上げ期、活動期、運用

移行期、終了期と災害対応のサイクルはま

わり、また災害の準備期に戻ってきて、次の

災害への準備を行う。災害対応は準備が大

きなウエイトを占める。被災体験は大きな

経験、レガシィとなり、次の災害への準備を

高める要素となっている。 

DPAT 等活動支援団体との連携に関する

マニュアルは作成しているところはなく、

これから準備していくところがほとんどで

あった。実際に作成するには様々な部署と

の協働、連携が必要で、この点も事前の連携

の課題と考えられた。 

 



 

 

E. 結論 

DPAT 等活動支援団体との連携した際の

体制と DPAT 等活動支援団体の活動終了後

の、各被災地域での対応をインタビュー形

式で調査した。各災害に対して、準備期、活

動期、移行期、終了期の各期で課題があり、

特に初動の時点で、DPAT 等活動支援団体

への依頼を判断する際の葛藤が見いだされ

た。また、課題に対して、各地域での対応が

見られ、これは次の災害に対する解決のた

めのレガシーとなり、応援を依頼した側の

整備がすすめられてきている。 

今回のインタビューからは DPAT 等活動

支援団体の活動を含めた災害精神医療対応

の開始時期に人的にも業務的にも判断にも

労力がいることが示された。初動に対応す

る対応者へのサポート体制、システムが必

要に思われた。また平時からの準備が必要

であるが、準備している段階で被災してい

る事が多く、一度被災した後は、災害精神の

対応システムが強化されていた。このよう

な被災地のノウハウを元に、他の被災して

いない地域と共有し、事前の災害精神対応

の準備フォーマットを作ることも重要な地

域のレジリエンスを強化することの一助に

なると考えられた。 

最後にご協力いただいた各自治体さま及

び、インタビューにご協力いただいた関係

者の皆様に御礼申し上げる。 
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「災害派遣精神医療チーム（DPAT）と地域精神保健システムの連携手法に関する研究」 

分担研究報告書 
 

地域精神保健体制における精神保健・心理社会的支援（MHPSS） 
アセスメントツールの開発―誰が、いつ、どこで、何をしているのかー 
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研究要旨 今年度の研究では、令和元年台風 15 号災害の災害後急性期の医療支援から地

域精神保健への移行期に焦点を当て、応援を依頼する側の精神保健福祉体制の検討を行う

ことを目的とした。本研究の結果、１）保健医療調整本部には、医療から保健への変換時期

があること、２）安房保健圏域に医療調整本部が設置された 9 月 17 日〜24 日の期間の外

部支援組織（34 組織）について、全体の把握、俯瞰が困難であること、３）応援を依頼し

た組織の支援者は、支援者からの声かけや笑顔で「ホッとする」体験が得られる、現地での

声かけは支援者支援になりうること等が明らかとなった。以上のことから、応援を依頼した

側である地域の保健医療調整本部が、支援状況全体を把握可能とする方法の一つとして、支

援者側からの情報提供とその収集・集約が簡便な方法で行えること、および可視化できるこ

とが有用であると考えられた。本年度は、調査で用いた精神保健・心理社会的支援サービス

（Mental Health and Psychosocial Support Services: MHPSS) データ収集項目の改訂案

を作成した。 

次年度は、本年度改訂案を作成した MHPSS アセスメント項目を用いて、支援側組織を

対象とした調査を行い、１）応援を依頼した側―支援をする側の間における支援組織と活動

の認知的ギャップ、２）災害種別の支援状況の実態について、検討を行う計画である。本研

究班の成果物として期待されるものは、地域の精神保健体制における MHPSS ニーズとリ

ソースを可視化するツール（I A S C４Ws「つなぎマップ」）の実用化のための簡便な評価

項目の開発である。 

 

A. 研究目的 

 これまでの DPAT 等活動支援団体の活動

の中で、応援を依頼した側のニーズと支援

側のミスマッチや応援を依頼した側の調整

機能の混乱から、派遣された DPAT 等活動

支援団体と被災自治体間でしばしば混乱が

生じてきた。また、災害精神医療では中長期



 

 

のケアが必要とされるが、DPAT 等活動支

援団体の活動終了後、中長期の地域精神保

健への移行時期や移行体制については、十

分確立されていない。 

そこで本研究では、令和元年台風 15 号災

害の災害後急性期の医療支援から地域精神

保健への移行期に焦点を当て、応援を依頼

した側の精神保健福祉体制の検討を行うこ

とを第一の目的とした。具体的には、被災地

域の応援を依頼した組織を対象とし、応援

を依頼した組織の外部支援組織に対する認

識、および応援を依頼した側の体制の実態

を把握し、課題を明らかにする。 

本研究の第二の目的は、応援を依頼した側

の組織が支援組織の把握を容易にするため

のツール、すなわち支援リソースと活動状

況を可視化するためのツールの作成と実用

化を目指すことである。具体的には、データ

収集項目の精査、および簡便に 4Ws「つな

ぎマップ」へのマッピングが可能になるこ

とによって、応援を依頼した側の支援組織

の把握、および支援組織間の連携・協働の促

進に寄与することが期待される。 

 

B. 研究方法 

対象と期間：令和元年９月９日台風 15 号災

害時に、医療保健調整本部が設置された千

葉県安房健康福祉センター職員３名（同席）

を対象として、令和２年１月に下記の手続

きにて、インタビュー調査を行った。 

手続き：インタビュー回答者は、対象組織の

職員３名（幹部職員、事務職、精神保健福祉

士）であり、インタビューの実施は、研究実

施者３名（医師２名、心理士１名）が行い、

約２時間。なお、インタビュー内容は、I C

レコーダーの記録媒体に録音し、インタビ

ュー終了後に文字データに起こした。 

１．研究協力依頼と研究協力への承諾：対

象組織には、研究調査協力への依頼と共に、

本研究の目的と内容を記載した文書を送付

した。対象組織から、研究協力への承諾が得

られたため、対面形式のインタビュー調査

の訪問日を決定した。 

2．インタビュー調査の実施：調査実施時に

は再度本研究の概要について書面と口頭に

て説明を行い、インフォームドコンセント

を書面にて取得した上で、インタビューを

開始した。 

１）災害時の支援組織のリストアップ：支援

活動を行った組織のリストアップを求めた。 

２）支援組織の具体的な支援活動：リストア

ップされた組織について、下記の調査項目

についてのインタビューを実施した。 

調査項目： 

本研究で用いた調査項目（A〜V）は、国連

の関連組織である「機関間常設委員会

（ Inter-Agency Standing Committee ：

IASC）) が作成した災害・紛争等緊急時に

おける精神保健・心理社会的支援の連携・調

整のための活動コード・マニュアル

（MHPSS 活動コードおよびサブコード）」
１)より抽出した。そのうち、応援を依頼した

組織側が直接取集困難と研究実施者が判断

した項目、「N：この活動の受益者数」、「R：

支援従事者数 (内訳）)、「S：支援従事者が

MHPSS 関連の研修を受講しているか

（PFA など）」の３項目、およびデータ収集

後に研究実施者が分類する「A：クラスター

／組織カテゴリー」１項目を除いた計 14 項

目を用いた。 

I A S C４Ws データ収集項目 

A：クラスター／組織カテゴリー 



 

 

B：組織名 

C：この支援活動を協働した組織名（活動自

体を協働で行っていた場合） 

D：報告書の担当者名 

E：電話番号 

F：担当者のメールアドレス 

G：活動していた県 

H：活動していた市町村 

L：活動内容 

M：支援対象グループ 

N：この活動の受益者数 

O：この活動は現在も継続中であるか P/Q：

活動期間 

R：支援従事者数 

S：支援従事者が MHPSS 関連の研修を受

講しているか（PFA など） 

T：活動時間 

U：活動場所 

V：活動やサービスは無料、もしくは有料で

提供されていたか 

本研究は、日赤医療センター臨床研究倫

理委員会の承認を得て実施された（整理番

号：965 ）。 

 

C. 研究結果 

対象となった安房精神保健センター（安房

保健所圏域）に、保険医療調整本部が設置さ

れた 9 月 11 日〜24 日の間に支援活動を行

った外部支援組織・団体は、全３４であり、

その内訳は、DPAT（３）、日赤（４）、JRAT

（６）、DMAT（２）、県担当各課（５）、大

学チーム（１）、市保健師チーム（１４）、国

際 NGO（１）、NGO（１）であった。 

 今回の収集データ、すなわち応援を依頼

した側が持つ情報からは、I A S C４Ws デ

ータ収集項目に沿ってインタビューを行っ

たが、項目 A「クラスター／組織カテゴリ

ー」にコーディングするための十分な情報

が得られなかった。これは、支援組織につい

て、医療、保健、福祉という大概念での認知

はできているが、具体的な支援内容までは、

把握ができていなかったことによる。 

 調査の結果、明らかになったことは、以下

の通りである。 

１）保健医療調整本部の活動には、下記の

ように医療から保健への移行・変換時期が

ある。 

・9/11～9/16：安房地域医療センター 

・9/17～9/24：安房健康福祉センター 

２）保健への移行後、保健医療調整本部の職

員は、全体の把握、俯瞰が困難であり、個々

の組織に関していつ、どこで、何をしている

かがわからない。 

３）応援を依頼した組織の支援者は、支援者

からの声かけや笑顔で「ホッとする」体験が

得られる、現地での声かけは支援者支援に

なりうる。 

４）DPAT 等活動支援団体との連携の体験

をしたが、今後の具体的対策は本部活動が

終了後４ヶ月の時点では、まだ立てられる

状況ではない。 

 

D. 考察 

１）本調査の結果、 特に水害では被害対応

の主体は、市区町村であり、コーディネート

3 階層が機能しづらいと考えられた。 

２）支援をする側と受け入れた側のマッチ

ングができていない。支援要請をしていな

いにもかかわらず、多数の支援組織が入り、

受け入れた側は理解不能なまま、活動調整

することも、手一杯で困難な状況であった。 

３）本部活動が終了４ヶ月後の時点では、未



 

 

だ復旧に向けて地域の対応組織が明確にな

っていないことが、今後の具体的対策が立

てられない背景にあると考えられる。 

 

E. 結論 

以上のことから、支援リソースと具体的

支援内容を「可視化」して把握できるツール

の活用が応援を依頼する側の体制を整備す

る上で有用である。 

 

F. 健康危険情報 

なし。 

 

G. 研究発表 

9. 論文発表：なし 

10. 学会発表：なし 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 

12. 特許取得：なし 

13. 実用新案登録：なし 

14. その他：なし 
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